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平成１９年第２回（３月）みなかみ町議会定例会会議録第４号

平成１９年３月１６日（金曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第４号

平成１９年３月１６日（金曜日）午前１０時００分開議

日程第 １ 発議第１号 みなかみ町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について

日程第 ２ 発議第２号 みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

について

日程第 ３ 発議第３号 みなかみ町議会議員定数条例の改正について

日程第 ４ 発議第４号 みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例について

日程第 ５ 議案第４７号 みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例について

日程第 ６ 請願第６号 猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願について（平成１８年継続審査分）

請願第７号 全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府に求める請願について

（平成１８年継続審査分）

日程第 ７ 請願第３号 幸知・水上統合小学校の早期実現について

請願第４号 幸知・水上統合小学校の早期実現についてのお願い

請願第６号 統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願について

請願第７号 「国民投票法案」の徹底審議と廃案を求める意見書提出について

日程第 ８ 請願第１号 諏訪峡遊歩道について

請願第２号 町道の一部を消雪道化へ改良について

請願第５号 藤原地区活性化について

日程第 ９ 陳情第２号 みなかみ町奥平地区防火水槽 （４０ｔ級）設置のお願い

日程第１０ 陳情第３号 箕輪日影地区の道路改修工事について

陳情第４号 国道１７号線羽場押出地内から羽場廻戸地内までの下り車線に歩道を設置し

て下さい

日程第１１ 議案第２６号 平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）について

議案第３３号 平成１８年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて

日程第１２ 議案第２７号 平成１８年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

議案第２８号 平成１８年度みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第４号）について

議案第２９号 平成１８年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

議案第３０号 平成１８年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について

議案第３１号 平成１８年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第５号）について

議案第３２号 平成１８年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第３号）について
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日程第１３ 議案第３４号 平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算（第１号）について

議案第３５号 平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会計補正予算（第３号）について

日程第１４ 議案第３６号 平成１９年度みなかみ町一般会計予算について

日程第１５ 議案第４３号 平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算について

議案第４４号 平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算について

日程第１６ 議案第３７号 平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について

議案第３８号 平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算について

議案第３９号 平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算について

議案第４０号 平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算について

議案第４１号 平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算について

議案第４２号 平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算について

日程第１７ 議案第４５号 平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予算について

議案第４６号 平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算について

日程第１８ 行財政改革特別委員会委員長報告（中間報告第２号）

日程第１９ 発議第５号 飲酒運転根絶に関する決議について

日程第２０ 閉会中の継続審査・調査申出について

日程第２１ 字句等の整理委任について行政報告

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２１人）

１番 前 田 善 成 君 ２番 阿 部 賢 一 君

３番 林 一 彦 君 ４番 山 田 庄 一 君

５番 河 合 生 博 君 ６番 林 喜 美 雄 君

７番 原 澤 良 輝 君 ８番 穂 苅 清 一 君

９番 島 崎 栄 一 君 １０番 髙 橋 市 郎 君

１１番 久 保 秀 雄 君 １２番 小 野 章 一 君

１３番 中 村 正 君 １５番 河 合 幸 雄 君

１６番 鈴 木 勲 君 １７番 森 下 直 君

１８番 根 津 公 安 君 １９番 速 水 一 浩 君

２０番 本 多 秀 侓 君 ２２番 阿 部 源 三 君

２３番 傳 田 創 司 君

１４番 鈴 木 幸 久 君 ２１番 倉 澤 長 男 君欠席議員

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名

議会事務局長 矢 野 義 夫 議 事 係 長 林 和 也

書 記 深 代 和 恵

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 鈴 木 和 雄 君 助 役 腰 越 孝 夫 君

収 入 役 大 川 浩 一 君 教 育 長 登 坂 義 衛 君

総 務 課 長 櫛 渕 哲 夫 君 水 上 支 所 長 阿 部 正 一 君

新 治 支 所 長 石 坂 一 美 君 財 政 課 長 木 村 一 夫 君

地域振興課長 林 昭 君 税 務 課 長 林 文 博 君

保健福祉課長 原 澤 和 己 君 環 境 課 長 阿 部 正 君

農 政 課 長 阿 部 行 雄 君 観光商工課長 阿 部 一 司 君

建 設 課 長 鈴 木 初 夫 君 都市計画課長 若 桑 一 雄 君

学校教育課長 小 泉 行 夫 君 上下水道課長 青 山 実 君

生涯学習課長 宮 下 達 男 君
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開 会

午前１０時００分開会

おはようございます。議 長（傳田創司君）

３月１０日より昨日１５日までは、各々議案調査のため、休会しておりましたが、本日

は、定刻までにご参集いただき誠にありがとうございます。

ただ今の出席議員は２１名で、定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます 。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議

本日の会議は、お手元に配布いたしました議事日程第４号のとおりであり議 長（傳田創司君）

ます。日程第４号により議事を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 発議第１号 みなかみ町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例について

みなかみ町議会の議員の報酬及び費用弁償等に議 長（傳田創司君） 日程第１、発議第１号、

を議題といたします。関する条例の一部を改正する条例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

朗読が終了しましたので、提出者髙橋市郎議員より提案理由の説明を求め議 長（傳田創司君）

ます。

１０番髙橋市郎君。

（１０番 髙橋市郎君登壇）

発議第１号、みなかみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一１ ０ 番（髙橋市郎君）

部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。

この条例改正は、議員報酬を約２０％、月額一律４万円を削減するものであります。

町財政の現状は、今さら申すまでもなく、非常に厳しい状況であり、平成１９年度予算

編成に当たり、町長は財政改革元年と位置付け、特別職の報酬５０％の大幅な報酬カット

の強い決意をされるとともに、職員の早期勧奨退職等により、数多くの職員に協力をいた

だき、また各種事業の補助金等の見直し等を行い、経費削減に努められ、なお町有資産の

売却等を予定したものであります。

、 、町民一丸となって 自助・互助・扶助の精神で町づくりを当初予算の概要にもあります

これらのことは、町民に理解されてきており、今回の特別職報酬カットは、町内はもとよ

り町外の方々まで大きな反響を呼んでいます。

３月１１日付け、上毛新聞「ひろば」のページに渋川市の方の意見が寄せられていまし

た。その一部を紹介いたします。

「みなかみ町の英断に拍手：みなかみ町が、特別職の給与をカットして、条例で定めた

額の５割とすることに決定し、新年度より実施するという。私は、この英断に対して限り
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ない拍手を送るものである。みなかみ町が現在、どのような財政状況にあるのか、私は知

らないが、仮に負債を背負っていて、その立て直しの一助とする決意ならば、町民も納税

などに協力を惜しまないのではないか。ついては、ほかの役職、例えば、町議会議員らに

与える影響もあると思う。みなかみ町の決断に敬意を表すとともに、ほかの自治体も自ら

見直す時が来ていることを、あらためて考える必要があると思った 」。

私は、このような意見を町民の方々から、数多く耳にしております。

私たち議会は、平成１９年度予算を審議しました。その内容は、私たち議員がまず、理

解をしているところであると思います。

「町民一丸となって 、その中に、私たちも参加するためには、この報酬減額が必要と考」

えるものであります。

行財政改革を早期に軌道に乗せ、町の重要施策実現のため、今が我慢のしどころだと考

。 、 。えます 議員各位のご理解を頂き ご賛同をお願い申し上げ提案理由の説明といたします

提案理由の説明が終了しましたので、これより発議第１号について質疑に議 長（傳田創司君）

入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第１号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより発議第１号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

１番前田善成君。

（１番 前田善成君登壇）

発議第１号、みなかみ町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部１ 番（前田善成君）

改正について、反対の立場で討論をさせていただきます。

群馬県町村議会議員の年齢分布を見ますと、最低年齢が３０代の７名であり、６０代の

１９１名が最も多く、その原因の一端が報酬であると考えられます。

「子育て世代の町民の代表として、町政に町議会議員となって関わって欲しい」という

声を良く聞きますが、本当に町政に関わるためには、報酬のみならず、定数を絡めて検討

されるべきであり、本当の意味で町政運営に絡んでいける定数と報酬についての検討をも

う少しされるべきだと考えます。

ただ、現状の時勢を考えれば、職員の方々と同等の報酬カットくらいのものは、再度、

、 。全体を考えて検討すべきだと考えますので そのことを絡めて反対討論とさせて頂きます

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

７番原澤良輝君。

（７番 原澤良輝君登壇）

発議第１号、みなかみ町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部７ 番（原澤良輝君）

改正について、賛成の立場から討論を行います。

一般的には、労働者の賃金は、その労働の対価として支払われ、労働者が生活をするに

必要な額が支払われなければなりません。

公務員などサービス業の労働は直接には価値を生産しませんが、労働に見合った額が、

労働の再生産を保障するするために給与として支払われております。

しかし、公務員は労働者であると同時に全体の奉仕者です。議員の報酬、職員の給与は

税金でから支払われるので、その額については町民の納得のいく額でなくてはならないと

考えます。
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したがって、選挙での公約である「議員報酬の２０％を減額する」という本条例の改正

案に賛成いたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第１号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

みなかみ町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正発議第１号、

を起立により採決いたします。する条例について

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立少数であります。議 長（傳田創司君）

みなかみ町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一よって、発議第１号、

は、否決されました。部を改正する条例について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 発議第２号 みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について

日程第２、発議第２号、みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例議 長（傳田創司君）

の制定についてを議題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

朗読が終了しましたので、提出者阿部賢一議員より提案理由の説明を求め議 長（傳田創司君）

ます。

２番阿部賢一君。

（２番 阿部賢一君登壇）

発議第２号、みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定につ２ 番（阿部賢一君）

いて、提案理由を申し上げます。

私たち議員は、住民の付託により行政に参画するものであり、その役務の提供、地方議

会、地方自治体における責務の重みに対する対価として報酬が支給されております。

もちろん議員活動は議会、そして委員会に出席した場合のみでなく、町民の相談に真摯

、 、 、 。に耳を傾け また その声を町に届けることも 大切な平素の議員活動であると思います

現在のみなかみ町町議会の議員報酬額は、月額１９万円であり、県内同規模自治体より

約３万５千円ほど低く、全国平均よりも低い額であります。

しかし、本町においては、財政健全化計画を推進しております。

、 、 、さらに 町長をはじめとする特別職給与の削減を実施し この３月定例議会においても

さらなる削減が可決されております。職員においても、給与の削減、早期退職など大変厳

しい状況にあります。

厳しい財政状況や健全経営の観点等、諸般の事情を鑑み、議会議員においても、報酬削

減についてはやむを得ないものとし、次のとおり提案するものであります。

報酬月額 議 長 ２６６，０００円を ２５０，０００円に、

副議長 ２０９，０００円を ２００，０００円に、

委員長 １９９，０００円を １９０，０００円に、

議 員 １９０，０００円を １８０，０００円に、

附則といたしまして、この条例は、平成１９年４月１日より施行する。
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そして、この条例は、平成２２年４月３０日限りをもち、その効力を失う。

以上、申し上げて提案理由の説明といたします。

よろしくご審議の上、ご決定下さいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明が終了しましたので、これより発議第２号について質疑に議 長（傳田創司君）

入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第２号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより発議第２号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

１６番鈴木勲君。

（１６番 鈴木勲君登壇）

発議第２号、みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定につ１ ６ 番（鈴木 勲君）

いて賛成討論を行います。

我が町においては、観光産業の低迷により、法人税や個人住民税が減少し、その傾向に

歯止めが掛けられないというのが実情であります。

町の主産業は、観光であり、町税は観光関連企業による固定資産税、入湯税の納税が大

きな比率を占めております。

観光産業は、景気悪化を敏感に受けて、景気回復の波及効果は、まだありません。

したがって、自主財源の柱である町税の増収見込みは乏しいということであります。

今や地方分権によって、言葉の上では、地方の時代と言われますが、国は年々公共事業

や地方交付金を削減し、加えて自己決定、自己責任による自治体運営を地方に求めており

ます。

みなかみ町の財政状況は、経常収支比率は県内ワースト１の１０２．８％、実質公債比

率は２０．７％と非常に厳しい状況下であり、心痛の思いでいっぱいであります。

みなかみ町特別職四役の給与の減額に伴い、我ら議会議員も阿部賢一議員の提案される

５％減額に賛成するものであります。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

４番山田庄一君。

（４番 山田庄一君登壇）

発議第２号、みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定につ４ 番（山田庄一君）

いて賛成の立場から討論を行います。

昨年４月２３日、大きな祝福の輪に包まれ、感動を全身に受け止めていました。

たくさんの激励や祝辞を頂く中で、ある人に身が引き締まる言葉を頂きました。

それは 「おめでとう！この感動を忘れずに頑張れ！但し、本当に大変なのは、これから、

。 、 、 、 、だ 少し前なら 議員になって 自分の出た地区に道を造ったり 沢の整備をすることで

存在価値を示すことがあったかもしれないが、新しくなった町の議員として、そんな物差

しで物事を判断してはいけない。町のことを考え、大きな目で見て、町づくりに取り組ん

で欲しい。何でも賛成するな！信念を持て！それには勉強しろ、知らなければ、判断が出

来ない。すぐ仕事が出来るなんて誰も思っていない。だけど期待している。だから頑張っ

てくれ！」と。この言葉は、今でも忘れていません。そう思って、１年間活動してきまし
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た。一つ覚えると、一つ忘れる、頭の構造に自分であきれながら、町の財政を勉強してき

ました。

１９年度予算編成に当たり、抜き差しならない財政状況の中で、財政再建を旗印に改革

元年と位置付け、計画尊守の決意で、１２８億の基本をくずさない予算編成を提示された

とき、夢の持てる町に向かう、小さな一歩かなと思いました。

町長をはじめ、職員皆さんの身を削る思いや、少しばかりの補助金をあてにしながら、

活動してきた９９にも及ぶ団体への削減や見直し等を考えたとき、議員として、斯くある

、 、 。べきか非常に悩み 皆さんが思い描くであろうと思う答えを胸に 後援者に相談しました

すると、意外な言葉が返ってきました。

「そんなことを期待して支援した訳じゃない。例えそこでいくらか報酬を下げたとして

、 。 、 。も その先どうなるのか 毎年足りなければ その都度大変だと言って報酬を下げるのか

そんな考えで議員活動が出来るのか。職員と議員は違う。我々のして欲しいことや思いを

行政に伝えたり、実現出来るような、そんな努力を期待しているんだ。そのための活動費

と考え使ってもらえれば、何も文句は言わないよ 」と。。

町に貢献する姿勢という点は、各々議員さんによって方法は違うでしょう。

私は、行政のチェック機関のほか、政策提言が出来る議員になることで貢献したいと思

うのと、指示して頂いた後援者の皆さんの有り難い、熱い思いを生かすべく、一生懸命努

力することを胸に、発議第２号に賛成いたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第２号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

発議第２号、みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定についてを採決い

たします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、発議第２号、みなかみ町議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について

は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 発議第３号 みなかみ町議会議員定数条例の制定について

日程第３、発議第３号、みなかみ町議会議員定数条例の制定についてを議議 長（傳田創司君）

題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

朗読が終了しましたので、提出者阿部賢一議員より提案理由の説明を求め議 長（傳田創司君）

ます。

２番阿部賢一君。

（２番 阿部賢一君登壇）

発議第３号、みなかみ町議会議員定数条例の制定について、提案理由を申２ 番（阿部賢一君）

し上げます。

、 、 、「 」市町村議会議員の定数は 従来人口規模に応じて 地方自治法第９１条により 定数制
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が規定されており、人口５万人未満の市及び２万人以上の町村は２６人が上限値と定めら

れております。

しかし、ご承知のとおり、国は分権時代に相応しい地方議会とするため、地方分権一括

法及び数次にわたる地方自治法の改正で地方議会に関する制度改正を行ってきました。

まず、分権改革の一環として、自己決定権を尊重する観点から、それぞれの自治体の議

員定数は、条例で「特にこれを減少することができる」となっております。

平成１７年度群馬県町村議会実態調査によりますと、みなかみ町と人口において同規模

の富士見村２０人、榛名町２０人、吉井町２０人、中之条町２０人、邑楽町２０人等の定

数であります。

みなかみ町議会では、合併協議会におきまして、４６人を半減し、２３人と決定して、

現在に至っております。

本案は、さらに３人を減少し、定数を２０人とすることを条例化するものであります。

議員定数は、議会の根幹に触れる重要事項であり、議会制民主主義と民意の反映の上か

ら、特に慎重に話し合いをした結果、本提案となった次第であります。

よろしくご審議の上、ご決定下さいますようお願い申し上げ提案理由といたします。

提案理由の説明が終了しましたので、これより発議第３号について質疑に議 長（傳田創司君）

入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第３号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより発議第３号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

７番原澤良輝君。

（７番 原澤良輝君登壇）

発議第３号、みなかみ町議会議員の定数に関する条例の制定について反対７ 番（原澤良輝君）

の討論を行います。

明治１３年、群馬の先輩達は国会開設のため、当時の県内総戸数１２万８，９８０戸の

うち、１０戸に１戸の割合に当たる１万２，１０６筆の請願署名を集め上京しました。

政府は、明治２３年に国会開設を約束し、不十分ながら国会議員の選挙が行われるよう

になりました。

この時以来、幾多の変遷を経て、今の地方議員選挙も整備をされてきました。

町議会議員は、町民に一番近い議員として、町民の付託を受け、町民と共に活動してい

ます。合併で４６人が半分の２３人になって、１年も経過をしておりません。

、 、 、 、法律では２６人であり これ以上 定数を削減しすれば 町民のとの結びつきも弱まり

議会と町民距離が広がることを申し上げて、本条例の改正案に反対をいたします。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

１６番鈴木勲君。

（１６番 鈴木 勲君登壇）

発議第３号、みなかみ町議会議員定数に関する条例の制定について、賛成１ ６ 番（鈴木 勲君）

の立場から討論を行います。

現在、２３議席から２０議席へと３議席の減の提案であります。

、 、 。 、本町の行政改革は 重要であり 急を要する大事な課題であると思います 財政悪化は

町税の減収と、平成１３年度からの５年間で地方交付税が１４億円余削減されたことによ
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ります。

非常に厳しい状況下でありますので、議員定数を３議席削減して、町を立て直さねばな

らないと思うわけであります。

機構改革、職員数の削減、さらに施設の統合や事務事業の簡素化による経常経費の削減

が必要であります。安定した財政基盤の確立に向けて、努力を重ね、議員定数の削減の発

議に賛成するものであります。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

１０番髙橋市郎君。

（１０番 髙橋市郎君登壇）

みなかみ町議会議員定数に関する条例の制定について、反対の立場から、１ ０ 番（髙橋市郎君）

討論を申し上げます。

合併協議会において、２３名という定数を決定され、私たち議員はその定数でまだ１０

ヶ月余りしか経っておりません。

この現状の中で、定数を論議することは時期尚早という感じがいたします。

今、定数条例を改正したとしても、向こう３年間は定数が減るわけではありません。

私の主張は、あと２年間、２３人で議員活動をして、残る１年間となった段階で定数の

削減について論議を深め、我々議員だけではなく、有識者を交えた中での論議をし、定数

の削減を図るべきと考えます。その論議の中で、次回、改選時から削減をされた定数で実

施すべきと考えるものであります。

先程来の報酬削減案の中にもありますけれども、定数の削減と報酬を絡めた中で、論議

をし、次回改選に臨むべきと考えるものであります。

今、定数の削減条例を制定しても、向こう３年間は何ら２３人が変わることのない状況

の中で、今この論議することはいかがなものかという判断から、この条例案に対して反対

をするものであります。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第３号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

、 。発議第３号 みなかみ町議会議員定数条例の制定についてを起立により採決いたします

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、発議第３号、みなかみ町議会議員定数条例の制定については可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 発議第４号 みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例について

日程第４、発議第４号、みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例議 長（傳田創司君）

についてを議題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

朗読が終了しましたので、提出者根津公安議員より提案理由の説明を求め議 長（傳田創司君）

ます。

１８番根津公安君。
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（１８番 根津公安君登壇）

発議第４号、みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例について、１ ８ 番（根津公安君）

提案理由を申し上げます。

平成１８年１０月、都道府県会長会議におきまして、今般の地方自治法の一部を改正す

る法律の成立に伴い、委員会条例の一部を改正するものであります。

、 、「 、改正の内容につきましては 委員会条例第８条第１項に次の但し書きを加える ただし

、 」、 、閉会中においては 議長が指名することができる 第８条第３項に次に但し書きを加える

「ただし、閉会中においては、議長が変更することができる 、第１３条第２項に次の但し」

書きを加える 「ただし、閉会中においては、議長が許可することができる」を加えるもの、

であります。よろしくお願い申し上げ提案理由といたします。

提案理由の説明が終了しましたので、これより発議第４号について質疑に議 長（傳田創司君）

入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第４号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより発議第４号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第４号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

発議第４号、みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決いたしま

す。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、発議第４号、みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例については原案

のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第４７号 みなかみ町課設置条例等の一部を改正する条例について

みなかみ町課設置条例等の一部を改正する条議 長（傳田創司君） 日程第５、議案第４７号、

を議題といたします。例について

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。議 長（傳田創司君）

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

議案第４７号、みなかみ町課設置条例等の一部を改正する条例について、町 長（鈴木和雄君）

ご説明申し上げます。

現在、町長部局には１３課ありますが、この内、財政課、地域振興課、建設課及び都市

計画課の４課を廃止し、総合政策課、地域整備課の２課を新設したく提案するものであり

ます。
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この組織機構の再編は、現在取り組んでおります行政改革の一環として、４月１日より

施行するものであります。

企画管理部門につきましては、総務課に財政部門を統合することで、構造改革と財政改

革の一元化を図り、より効率的な改革を進めていきたいと思います。

また、総合計画や山岳都市構想、電子自治体構想及び芸術文化村構想等、合併後の新し

い夢のある町づくりを進めるために、総合政策課を新設したいと思います。

建設部門につきましては、従来の建設課と都市計画課を統合して、地域整備課を新設し

ます。都市計画事業や町道整備等のインフラ整備と併せて、工業導入等、企業誘致の強化

を図りたいと思っております。

なお、２４０人体制に向けた組織機構の再編につきましては、事務事業の見直しや施設の

統廃合等を積極的に進めまして、段階的に取り組んで行きたいと考えております。

また、課の設置条例の改正に伴い、関連条例として、みなかみ町総合計画審議会条例の

一部改正、みなかみ町都市計画審議会条例の一部改正、みなかみ町行財政改革調査会設置

条例の一部改正も提案させていただきましたので、よろしくご審議の上ご決定下さいます

ようにお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。

町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより議案第４７号につい議 長（傳田創司君）

て質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４７号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより、議案第４７号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４７号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４７号、 を採決いたしまみなかみ町課設置条例の一部を改正する条例について

す。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４７号、 は原案みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例について

のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 請願第６号 猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願について

（平成１８年継続審査分）

請願第７号 全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府に求める請願について

（平成１８年継続審査分）

日程第６、請願第６号、猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願について議 長（傳田創司君）

（平成１８年継続審査分 、請願第７号、全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府）

に求める請願について（平成１８年継続審査分 、以上２件を一括議題といたします。）

所管の委員長報告を求めます。
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厚生常任委員長中村正君。

（厚生常任委員長 中村 正君登壇）

本委員会に付託され、継続審査となっておりました、請願第６号、厚生常任委員長（中村 正君）

猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願について、請願第７号、全額国庫負担の「最低保

障年金制度」創設を政府に求める請願について、以上２件を一括して、委員会における審

査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

、 、 。はじめに 請願第６号 猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願について申し上げます

委員からは、前回審議したときと同様、移転問題の主管が町ではなく、利根沼田広域圏

振興整備組合にあり、移転先についても内定している経緯がある、また新たに地元からの

意見として、趣旨は重んじるべきではないか等々の意見があり、本請願の採決についての

可否の意見を求め、採択した場合に主管が振興整備組合にあることから、意見を反映する

ことは難しいと考えるが、地域住民の意見として、趣旨採択とすることが望ましいとの意

見を集約し、以上質疑を終わり、採決の結果、本請願は全会一致をもって趣旨採択とする

ことに決定いたしました。

次に、請願第７号、全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府に求める請願につ

いて申し上げます。

本件も、前回審議したときと同様に、本請願の問題点として、保険料を支払った人と、

支払わなかった人との不公平感がある、また新たな意見として、障害者などについては、

別枠として考えていかなければならないのではないか、不採択とした場合、本当に払えな

い人が切り捨てられてしまう等々の意見がありました。

採決の可否について意見を求め、本請願の場合、年金の保険料が払える生活能力がある

のに支払わない人と、本当に支払う生活能力のない人とを混在して考えることについて、

不合理があると考えられる、しかしながら、本当に支払えない生活者のことを重んじ、趣

旨採択とすべきであるとの意見を集約し、以上、質疑を終わり、採決の結果、本請願は全

会一致を以て、趣旨採択とすることに決定いたしました。

以上申し上げ、平成１８年の継続審査となっておりました請願第６号、請願第７号の委

員長報告といたします。

委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより請願第６号について議 長（傳田創司君）

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第６号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、請願第７号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第７号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより、請願第６号（平成１８年継続審査分）について討論に入ります。

本請願に対する委員長報告は趣旨採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第６号（平成１８年継続審査分）の討論を議 長（傳田創司君）

終結いたします。
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請願第６号、猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願（平成１８年継続審査分）につい

てを採決いたします。

本請願に対する委員長報告は趣旨採択であります。

本請願は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

、 、 （ ）よって 請願第６号 猿ヶ京老人ホーム移転問題に関する請願 平成１８年継続審査分

については趣旨採択とすることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより請願第７号（平成１８年継続審査分）について討論に入ります。議 長（傳田創司君）

本請願に対する委員長報告は趣旨採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて請願第７号（平成１８年継続審査分）の討論議 長（傳田創司君）

を終結いたします。

請願第７号、全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府に求める請願（平成１８

年継続審査分）についてを採決いたします。

本請願に対する委員長報告は趣旨採択であります。

本請願は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって 請願第７号 全額国庫負担の 最低保障年金制度 創設を政府に求める請願 平、 、 「 」 （

成１８年継続審査分）については趣旨採択とすることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 請願第３号 幸知・水上統合小学校の早期実現について

請願第４号 幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについて

請願第６号 統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願について

請願第７号 「国民投票法案」の徹底審議と廃案を求める意見書提出について

日程第７、請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現について、請願議 長（傳田創司君）

第４号、幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについて、請願第６号、統合校舎計画

、 、「 」の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願について 請願第７号 国民投票法案

の徹底審議と廃案を求める意見書提出について、以上４件を一括議題といたします。

所管の委員長報告を求めます。

総務文教常任委員長根津公安君。

（総務文教常任委員長 根津公安君登壇）

本委員会に付託されました請願第３号、幸知・水上統合小学校総務文教常任委員長（根津公安君）

の早期実現について、請願第４号、幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについて、

請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願について、
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請願第７号 「国民投票法案」の徹底審議と廃案を求める意見書提出について、以上４件を、

一括にて、委員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

予め申し上げますが、請願第３号、請願第４号は、表題が同様のようですが、請願３号

については、請願者が「幸知小学校統合問題対策委員会」の方々から、請願第４号につい

ては 「水上小学校ＰＴＡ」の方々からによるものでございます。、

まずはじめに、請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現についてでありますが、

採決の結果、全会一致をもって、採択すべきものと決定をいたしました。

、 、 、 、次に 請願第４号 幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについては 採決の結果

全会一致をもって採択すべきものと決定いたしました。

次に、請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願に

ついてご報告申し上げます。

質疑では、既に議決済みのことであり、学校建設が着々と進んでいる中、なぜこのよう

な趣旨の請願に紹介議員は同意するのか理解し難い等の意見や、もしこの時点で計画を中

止した場合、国県から多大な信用を失墜すること、また業者に対して保障問題、そして、

新巻小を立て直す莫大な費用負担、そして何より子供たちがとても楽しみにしている話を

大勢の方々が聞いている等の意見もありました。

教育委員会からも現状説明を求めたところ 「計画の変更はありません」ということであ、

り、採決の結果、本請願は不採択すべきものと決定をいたしました。

次に、請願第７号 「国民投票法案」の徹底審議と廃案を求める意見書提出について申し、

上げます。

質疑では、国民の決定権、意思表示を委ねることが、なぜいけないのか、それに対しの

紹介議員の答弁は、必要性がなく、危険なことであるというものであり、また第９条だけ

でなく、２５条などもなし崩し的にされてしまうので継続ではなく、あくまで廃案である

との答弁でありました。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本請願は不採択すべきものと決定いたしました。

以上、申し上げ委員長報告といたします。

以上で委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより請願第３号に議 長（傳田創司君）

ついて質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第３号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、請願第４号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第４号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、請願第６号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第６号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、請願第７号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第７号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより、請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現について討論に入ります。

本請願に対する委員長報告は不採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。
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９番島崎栄一君。

（９番 島崎栄一君登壇）

反対討論をいたします。９ 番（島崎栄一君）

小学校は地域住民にとって、とても大切な施設です。今現在、子供を通わせていない家

庭でも、将来、通わせる可能性もあります。

小学校を廃校にするか、存続させるかという重要な決定をするには、最低限、地域住民

全員の住民アンケートが必要です。幸知小の学区で住民アンケートは行われていません。

住民の意思が分からない中で、統合を進める請願に賛成はできません。

また、統合した後のスクールバスが無料になるのか、保護者負担があるのか、はっきり

していません。もし、バス代がかかるとすれば、今まで無料で歩って小学校に行けた家庭

で、新たな負担増となります。

スクールバスが無料なのか、有料なのかということは、各家庭にとって、今後長く影響

する重要な条件であり、そのことがはっきりしない中で統合に賛成するわけにはいきませ

ん。スクールバスの保護者負担や夏休みの間のプールに通う方法など、事前に細かい条件

を話し合い、決定してから、小学校統合に賛成か、反対か、住民アンケートをするべきで

す。何も条件が決まらない中でいきなり統合を進めるのは乱暴すぎます。

以上、反対討論です。

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

１９番速水一浩君。

（１９番 速水一浩君登壇）

請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現について、賛成の立場から１ ９ 番（速水一浩君）

討論を行います。

この問題は、昨日今日に始まったことではなく、ここ十数年来、水上地区のそれぞれの

地域の中でくすぶっていた問題であります。

歴史的には、幸知小学校区の中部中学校と水上中学校は３７年前に統合し、統合を体験

した親世代が保護者として、子育てをしています。また、近年の少子化により、各スポー

ツ少年団の活動では、幸知小と水上小の児童が仲良くプレーし、友情が芽生えている光景

を目にします。

このような状況の中で、一昨年の耐震問題から、児童生徒の安心安全の観点から、議論

が始まり、昨年、みなかみ町教育施設整備計画検討委員会が設置され、その後、水上地区

の会議だけでも１３回開かれております。

１０月１６日は、中部５地区の全区民を対象に、耐震問題や少子化、財政問題、それま

での審議内容等を中心に区民会議を開いておりますし、１２月１日配布の回覧板において

は、全戸にそれまでの経過を周知しています。

また、全区民に対する、島崎議員ご指摘のアンケート調査についてでありますが、委員

会でもしっかりと議論され、その中で先程言われた地域の人達の代表である方々の 「あま、

りにも短絡的なアンケート調査は危険を伴うのではないか、やはり今子育てをしている親

世代の意見やアンケートをしっかり取り、それに対応すべきではないか」という、そうい

う審議内容の結果、全戸アンケートをやめ、幼稚園の保護者とＰＴＡに対するアンケート

調査を実施しております。

その中で、保護者総数４０数名いるわけですけれども、反対という人は４人程度、その

、 、 、反対という人々も その後のいろいろな経過を説明する中で 今そういう流れであったら
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致し方ないということで納得をされているというふうに私は聞き及んでおります。

また、先程、島崎議員が言われた地域のシンボルということでありますけれども、学校

は地域のためのものであるのでしょうか。確かに、学校が無くなることによって、本当に

寂しくもなるでしょうし、あるいはその後、子供たちがいなくなるというような、そうい

うご心配もあるかもしれません。でも、現実的には、子供の勉強する場ですよね、学ぶ場

ですよね。子供たちのための施設だと思うのです。

島崎議員は、以前、臨時教員として、教壇に立っておられたと思います。

子供たちに本当に良い教育環境、子供たちにとって良いものを、私は考えるべきではな

いかと思います。地域のシンボルですとか、そういうことを優先にして考えることに私は

理解をできません。

以上の理由から、請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現について賛成の立場で

討論に参加をさせて頂き、議員各位のご賛同をお願い申し上げます。

よろしくお願いいたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第３号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現についてを起立により採決いたします。

本請願に対する委員長報告は、採択であります。

本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、請願第３号、幸知・水上統合小学校の早期実現については、採択とすることに

決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより、請願第４号、幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについ議 長（傳田創司君）

て討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

９番島崎栄一君。

（９番 島崎栄一君登壇）

反対討論をいたします。９ 番（島崎栄一君）

幸知小、水上小の統合した後のスクールバスが無料になるのか、負担金が掛かるのかが

ハッキリしていません。もし、バス代が掛かるとすれば、今まで無料で歩って小学校に行

けた家庭で新たな負担増となります。スクールバスが無料なのか、有料なのかということ

は各家庭にとって、今後長く影響する重要な条件であり、そのことがハッキリしない中で

統合に賛成するわけにはいきません。

スクールバスの保護者負担や夏休みの間のプールに通う方法など、放課後のスクールバ

スが何回出るのか等、事前に条件を話し合い、決定してから、統合に賛成か、反対か全員

の全戸住民のアンケートを取って、地域住民の意思を確認して下さい。何も条件が決まら

ない中でいきなり統合を進めるのは乱暴すぎると思います。

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

１９番速水一浩君。

（１９番 速水一浩君登壇）
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請願第４号、幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについて、この請１ ９ 番（速水一浩君）

願は水上小学校区から出た請願でありますけれども、これについて賛成の立場から討論を

させていただきます。

先程来、島崎議員が、スクールバスが有料か、無料かという議論をされておりますけれ

ども、現実問題として、先程も申し上げましたように、３７年前に中部中学、水上中学校

は統合しております。

その時点から、通学バスにスクールバスは水上地区はありません。

今の路線バスを一つの通学バスとして使用しており、それに対して規定により補助を出

しております。

そのような状況の中で、十分親たちは承知しているわけですし、もう３７年間、それを

続けてきているわけなので、その辺も十分踏まえての請願を出しているわけですし、 でき

れば義務教育においては、私も島崎議員と同様に、出来得るならばですけれども、財政的

に許せば、無料化が良いのではないかという持論もあります。

しかしながら、その辺も踏まえて、十分考えてくれているものと私は理解をしておりま

す。あまりにも、いろいろな調査もしないで思いつきの中での討論というのは少し情けな

い気がするのですけれども、もう少ししっかり実状を調べていただいての討論をしていた

だけれたらということを付け加えて、賛成討論とさせて頂きます。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第４号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第４号、幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについてを起立により採決いた

します。

本請願に対する委員長報告は、採択であります。

本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、請願第４号、幸知・水上統合小学校の早期実現のお願いについては、採択とす

ることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより、請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存議 長（傳田創司君）

続を求める請願について討論に入ります。

本請願に対する委員長報告は、不採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

３番林一彦君。

（３番 林 一彦君登壇）

請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める３ 番（林 一彦君）

請願について反対の立場から討論をいたします。

新治地区の統合小学校につきましては、現在、体育館部分の建設中であり、来年度には

校舎の工事も完了し、平成２０年４月の開校を迎えることとなっております。

すでに議会決定されたことでございまして、事業が執行されていることを見直しするこ

とは総合的に判断いたしまして、時間的にも経費的にも得策とは言えません。

また、平成２０年度統合小学校開校ということで、県教育委員会にも、報告がなされて
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おり、教員の配置調整なども検討されていると聞いております。

これから子供を育てる親たちは、この統合小学校の開校を心待ちにしております。

粛々と平成２０年度開校に向けて、工事及び事務手続きが進行中であり、喜ばしい限り

でございます。したがって、本請願には同意できません。

議員各位のご理解とご判断をよろしくお願い申し上げまして反対討論といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

９番島崎栄一君。

（９番 島崎栄一君登壇）

請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める９ 番（島崎栄一君）

請願の原案に賛成の立場で討論をいたします。

現在ですね、新巻小学校の体育館、それから校舎の半分が解体され、建て替えの工事が

進んでいます。

財政的にはですね、建て替えよりは校舎については耐震補強等の改修が良いのではない

かと思っていましたが、解体された以上はですね、早急に作ってもらいたい、体育館が無

い中で授業する子供たちは大変ですから、なるべく早く作ってもらいたい、その建設につ

いてはそれでいいと思います。

しかし、その後にですね、須川小学校、猿ヶ京小学校を廃校にしてですね、統合した方

が良いのかどうかということについては、私は未だにですね、教育上も、それから財政上

も間違っているのではないかと思っています。

小学生がですね、できる限り地域、自分の住む所の近くに通えた方が良い、遠い小学校

よりは近い小学校の方が良いと思います。

、 、 。 、 、しかし いろいろな状況の中で 入須川小学校は統合しました 全校でですね ２０人

それから学年の中に入学者の出ない学年も出てくるという状況の中で、ここまで来れば、

須川小学校にバスで行って、統合しましょうということで統合されたわけです。

そのような総合的な判断の中で、統合、それから統合しないということは判断されるべ

きだと思っています。

そういう中で、今現在のですね、須川小学校の児童数は１１６名、１クラスが２０名前

後です。それから猿ヶ京小もですね、７７人、１２～１３人平均ということになっていま

す。

以前ですね、入須川小学校はそのような人数に達しない中で、５０人とかですね、６０

人といった、今の猿ヶ京小、須川小の人数に足りない中でも、別に問題なくですね、地域

の小学校として、教育機関として、やっていましたし、立派にですね、卒業生も活躍して

います。ですから、人数面でいって、急いでですね、この統合を進める理由にはならない

んじゃないんかなぁと思っています。

日本のですね、義務教育、基本的には明治維新からですね、その基礎が固められてきた

と思いますけども、この長い歴史の中で、小学校は、基本的には児童数ではなく距離、通
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学距離の中で配置されてきました。通える範囲に小学校を置くと。

児童数については都会は多いし、田舎は少ない、これはまぁしようがないと、そういう

中で、ただ通学困難な距離を通わせるよりは少ない人数でも小学校はやると。藤原小など

はそういう意味だと思います。

そういう中で、小学校は専門教科の先生が教えているわけではなく、一人の先生が全教

科を教えますので、各学年１名ずつの教員配置で十分に教育ができます。

、 、 、さらに少なくなってきたときに ３年生と４年生 ５年生と６年生を一緒にするという

そういうクラス編成も日本はやってきましたし、文部科学省もそういう制度として認めて

いました。

ですから、出来る限り、その距離ですね、通学条件等を考えた中で配置されているわけ

ですから、今みなかみ町で進めようとしている、この小学校の統合は日本の教育の常識か

ら言うと、ちょっとはずれているんじゃないかと思っています。

実績のあるですね、日本全体でやっている制度に則れば、それほど問題は起きないと思

、 、 、いますけども 新しいこと まぁ新しいことを挑戦することも必要なのかもしれませんが

新しいことにはリスクが伴うと思います。

そういう中で、この新治の小学校統合については、まだその統合することのデメリット

等をですね、そういう話し合いが、まぁ確かに６年間も話し合われてきましたがまだ本当

の議論はされてないんではないかと思いました。教育上はそういう理由でですね、存続し

た方が良いと思っています。

次にですね、財政的な面なんですけども、３校ある施設がですね、３校ある施設が１つ

にまとまれば、基本的には経費等が安くなるというのは分かります。

しかし、この小学校統合については、３校ある小学校を統合しても、須川小も猿ヶ京小

も別の施設ということでやるという予定になってますんで、実は統合しても施設数は減ら

ないんですね。

小学校でなくなっても、また別の施設で運営する限りは、その経費がかかるわけです。

さらにはその別の施設にするための改装費、数千万円かかります。さらに今現在は歩っ

て行ける小学生もスクールバスで行くという経費がかかりますので、総合的に統合を進め

ると、新巻の校舎については建てるということが決まっていますから、それ以外のこれか

ら建てた後に統合するという経費面を考えれば、数千万円はですね、さらに出費が嵩むの

ではないかと思っています。

今現在、町は大変に財政難ですので、無理にですね、統合を進めるのは財政的にも間違

っているのではないかなぁと思いますので、この請願は良いことだと思いますので、賛成

いたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第６号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願について

を起立により採決いたします。

本請願に対する委員長の報告は不採択であります。

本請願は、委員長の報告のとおり決すること賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）
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よって、請願第６号、統合校舎計画の見直し及び須川小・猿ヶ京小の存続を求める請願

については、不採択とすることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより、請願第７号について、討論に入ります。議 長（傳田創司君）

本請願に対する委員長の報告は不採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第７号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第７号 「国民投票法案」の徹底審議と廃案を求める意見書提出についてを採決いた、

します。

本請願に対する委員長の報告は不採択であります。

本請願は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

、 、「 」 、よって 請願第７号 国民投票法案 の徹底審議と廃案を求める意見書提出については

不採択とすることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 請願第１号 諏訪峡遊歩道について

請願第２号 町道の一部を消雪道化へ改良について

請願第５号 藤原地区活性化について

日程第８、請願第１号、諏訪峡遊歩道について、請願第２号、町道の一部議 長（傳田創司君）

を消雪道化へ改良について、請願第５号、藤原地区活性化について、以上３件を一括議題

といたします。

所管の委員長報告を求めます。

産業観光常任委員長久保秀雄君。

（産業観光常任委員長 久保秀雄君登壇）

、 、産業観光常任委員長 久保秀雄君（ ） 本委員会に付託されました請願第１号 諏訪峡遊歩道について

請願第２号、町道の一部を消雪道化へ改良について、請願第５号、藤原地区活性化につい

て、委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。

審査に先立ち、担当課長及び課長補佐等の同行を求め、現地調査を実施し、現況を十分

調査した上で請願審査入りました。

本請願は、現在通行止めとなっている諏訪峡遊歩道の「笹笛橋」から 「もみじ橋」まで、

の一部区間の通行止めの解除を求めるものであります。

諏訪峡遊歩道は、現地調査の結果、落石等の危険箇所が多数指摘され、現在、笹笛橋下

流地点から、銚子橋の間が通行止めとなっています。水上地区においては、まちづくり交

付金事業を活用して、町の活性化のための諸施策が現在進められております。

笹笛橋の架け替え、右岸・左岸の整備、遊歩道の整備を中心とした計画の変更が２月に

認められ、１８～２０年度にかけて計画されています。その中に、もみじ公園までの整備

が含まれています。諏訪峡は水上地区にとって、重要な観光施設の一つであります。



- 22 -

（ ）第 号H19-2 3.16 4

各委員からは、全線通行できるように、右岸ルートの開発等、研究が必要ではないか等

の意見があり、以上質疑を終わり、採決の結果、本請願は全会一致を以て、趣旨採択とす

べきものと決定いたしました。

次に、請願第２号、町道の一部を消雪道化へ改良についてご報告いたします。

、 。請願趣旨は 町道穴平線の国道１７号線より７０ｍの無散水化を求めるものであります

各委員からは、吹路地区は三国峠の標高７００ｍに位置し、積雪寒冷地であり、道路改

良の必要性は理解するが、迂回路が近く、もっと緊急性の高いところもある、経費の面か

ら困難である、塩カル・砂等で対応できないか等の意見があり、以上質疑を終わり、採決

の結果、本請願は多数を以て、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。

次に、請願第５号、藤原地区活性化についてご報告いたします。

請願趣旨は、藤原地域で発生する大規模固定資産税や交付金は、当該地域の発展、地域

の活性化のために地元に還元するよう求めるものであります。

審議に先立ち、紹介議員であります、穂苅清一議員より請願内容について説明を受け、

審議に入りました。

各委員からは、行政運営の基本である税を、発生する特定した地域だけに還元する請願

趣旨の紹介議員となること自体に問題はないのか、旧水上町時代より、藤原地区の発展・

活性化のための諸施策を他の地区と同様に公平・平等に実施してきた経緯がある、税は町

の収入であり、施策等をとおして、公平・平等に還元されるべきである等の意見があり、

以上質疑を終わり、採決の結果、本請願は多数を以て、不採択とすべきものと決定いたし

ました。

なお、藤原地区は豪雪地であり、また、道路が一本であります。災害時には孤立してし

まう危険性があり、町長も提起している玉原道路の早期着工は重要な課題であります。

観光を主要産業とする当町にとって、藤原地域は欠かすことのできない観光エリアであ

ります。各委員からは、これらの課題については、引き続き推進を求める意見があったこ

とを申し添えます。以上、申し上げ委員長報告といたします。

委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより請願第１号について議 長（傳田創司君）

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第１号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、請願第２号について質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第２号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、請願第５号について質疑に入ります。

質疑はありませんか。

８番穂苅清一君。

今、委員長報告がありましたけれども、私は当委員会に対して、説明のた８ 番（穂苅清一君）

めに出席いたしました。請願事項について、３項目ありまして、それについて逐一説明を

いたしました。また質問も受けました。

これについては、何ら異論はなかったかというふうに私は感じております。

しかしながら、その時、出た問題としては、藤原地区の固定資産税等の、それから交付

金を、この地域に還元させるということで、一定の配慮を示してもらいたいという前段の
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項目があったかと思いますが、それについての異論が出たのは現実であります。

そうなった場合に、それぞれの地域には、それぞれ大規模の固定資産税の施設、この請

願の冒頭にある文言で、大規模の固定資産税の税収と交付金の税収ということが、こ請願

の中で一番引っかかってきた問題だということを認識しております。

そうなってきた場合に、他の地区において、旧新治村あるいは旧月夜野町においても、

このような事案はあろうかと思いますけども、そういう点での関連で、こういう趣旨の請

願が、なぜ好ましくないのか、まずその点をお聞きしたいと思います。

産業観光常任委員長、久保秀雄君。議 長（傳田創司君）

（産業観光常任委員長 久保秀雄君登壇）

委員長報告の中でも申し上げましたように、町の税収というの産業観光常任委員長（久保秀雄君）

は特定の場所に使われるものではなくて、いろいろな施策等を通して、各地域に公平平等

に還元されるべきものであるということで、請願第５号の冒頭に書いてあります「藤原地

域に還元して下さい」という、この内容については受け入れることが出来ないと、こうい

うことであります。

今、穂苅議員が言われましたように、具体的に３項目が上げられているわけですが、そ

れは先程申し上げましたように、これらの課題については「引き続き推進をしていく」と

いうことで、委員会の中では意思統一をされております。

ほかに質疑はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第５号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより請願第１号について、討論に入ります。

本請願に対する委員長報告は、趣旨採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第１号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第１号、諏訪峡遊歩道についてを採決いたします。

本請願に対する委員長報告は、趣旨採択であります。

本請願は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

、 、 。よって 請願第１号 諏訪峡遊歩道については趣旨採択とすることに決定いたしました

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより請願第２号について、討論に入ります。議 長（傳田創司君）

本請願に対する委員長報告は、趣旨採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第２号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第２号、町道の一部を消雪道化へ改良についてを採決いたします。
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本請願に対する委員長報告は、趣旨採択であります。

本請願は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、請願第２号、町道の一部を消雪道化へ改良については、趣旨採択とすることに

決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより請願第５号について、討論に入ります。議 長（傳田創司君）

本請願に対する委員長報告は、不採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

９番島崎栄一君。

（９番 島崎栄一君登壇）

この請願にはですね 「県道及び町道の危険箇所、事故多発地帯の改良及び９ 番（島崎栄一君） 、

無雪化を促進すること」という要望が入っています。このようなことをするのはですね、

行政の基本的な役目だと思います。ですから、不採択というふうにするのは良くないので

はないか、趣旨採択なり、採択なりした方が良いんじゃないかと思いますので、この請願

には不採択ではなく、採択の方でやってもらいたいなぁと思っています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて請願第５号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

請願第５号、藤原地区活性化についてを起立により採決いたします。

本請願に対する委員長報告は、不採択であります。

本請願は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、請願第５号、藤原地区活性化については、不採択とすることに決定いたしまし

た。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際休憩いたします。１１時４５分より再開いたします。議 長（傳田創司君）

（１１時３２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１１時４５分 再開）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第９ 陳情第２号 みなかみ町奥平地区防火水槽 （４０ｔ級）設置のお願い

日程第９、陳情第２号、みなかみ町奥平地区防火水槽 （４０ｔ級）設置の議 長（傳田創司君）

お願いを議題といたします。

所管の委員長報告を求めます。

総務文教常任委員長根津公安君。

（総務文教常任委員長 根津公安君登壇）

本委員会に付託されました陳情第２号、みなかみ町奥平地区防総務文教常任委員長（根津公安君）

火水槽 （４０ｔ級）設置のお願いについて、委員会における審査の経過と結果についてご

報告申し上げます。

農政課より、資料提供を求め審査に入りました。この事業に伴いまして、補償費、防火

水槽地も、地元の方々から提供していただける準備が整っておりまして、質疑の多くも早

急に対応すべき案件である、地元の方々のお住まいは、水利の確保がやや難しい地域に住

んでおられます。早急に４０ｔクラスの防火水槽の確保が急務であるということでござい

ました。

担当課長からは、消防委員と協議しながらも早急に対応したいとのことでありました。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本陳情は全会一致を以て、採択すべきものと決定い

たしました。以上、申し上げ委員長報告といたします。

以上で委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより陳情第２号に議 長（傳田創司君）

ついて質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、陳情第２号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより陳情第２号について、討論に入ります。

本陳情に対する委員長報告は、採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、陳情第２号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

陳情第２号、藤原地区活性化についてを採決いたします。

本陳情に対する委員長報告は、採択であります。

本陳情は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、陳情第５号、みなかみ町奥平地区防火水槽 （４０ｔ級）設置のお願いについて

は、採択とすることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 陳情第３号 箕輪日影地区の道路改修工事について

陳情第４号 国道１７号線羽場押出地内から羽場廻戸地内までの下り車線に

歩道を設置して下さい

日程第１０、陳情第３号、箕輪日影地区の道路改修工事について、陳情第議 長（傳田創司君）
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４号、国道１７号線羽場押出地内から羽場廻戸地内までの下り車線に歩道を設置して下さ

い、以上２件を一括議題といたします。

所管の委員長の報告を求めます。

産業観光常任委員長久保秀雄君。

（産業観光常任委員長 久保秀雄君登壇）

日程には載っておりませんが、陳情第１号についても、併せて産業観光常任委員長（久保秀雄君）

ご報告いたします。

、 、 、本委員会に付託されました陳情第１号 下津地内の水路拡張工事のお願い 陳情第３号

箕輪日陰地区の道路改修工事について、陳情第４号、国道１７号線羽場押出地内までの下

り車線に歩道を設置して下さい、以上３件を一括して、委員会における審査の経過と結果

についてご報告いたします。

審査に先立ち、担当課長及び課長補佐等の同行を求め、現地調査を実施し、現況を十分

調査した上で、陳情の審査に入りました。

陳情第１号の趣旨は、下津地内の水路の改修を求めるものであります。

今回の陳情箇所の上流は２㎞ほどあり、下流部だけを改良しても、上流部を改良しなけ

れば改良の効果が期待できない、以前、改良工事が計画されたが、地権者の協力が得られ

ず未着工となっている、もう一度調査をして結論を出すべき等の意見があり、以上、質疑

を終わり、採決の結果、本陳情は全会一致を以て、継続審査とすることに決定いたしまし

た。

次に、陳情第３号、箕輪日陰地区の道路改修工事についてご報告いたします。

、 。本陳情は 箕輪日陰地区の道路改修及び箱崎地区の道路の拡幅を求めるものであります

各委員からは、現状の上にアスファルト舗装してもすぐに駄目になる、改良するならば

４ｍ道路にしなければ改修の意味がない、４ｍ道路にするには地権者の協力が欠かせない

等の意見があり、以上質疑を終わり、採決の結果、本陳情は、全会一致を以て、趣旨採択

とすることに決定いたしました。

次に、陳情第４号、国道１７号線羽場押出地内から羽場廻戸地内までの下り車線に歩道

を設置して下さいについてご報告申し上げます。

本陳情は、国道１７号線羽場押出地内から廻戸地内までの下り車線に歩道設置を求める

ものであります。

国道１７号線は、大型トラックをはじめ交通量が多く、現状は歩道が途中で中断され、

子供たちの通学、地域住民の移動等、大変危険な状態にあります。

各委員からは、道路敷きも確保されており、歩行者の安全を確保するためにも、歩道の

整備が必要である等の意見があり、以上質疑を終わり、採決の結果、本陳情は全会一致を

以て、採択すべきものと決定いたしました。

以上申し上げ、委員長報告といたします。

委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより陳情第３号について議 長（傳田創司君）

質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて陳情第３号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、陳情第４号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて陳情第４号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）
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これより陳情第３号について、討論に入ります。

本陳情に対する委員長報告は、趣旨採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、陳情第３号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

陳情第３号、箕輪日影地区の道路改修工事についてを採決いたします。

本陳情に対する委員長報告は、趣旨採択であります。

本陳情は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、陳情第３号、箕輪日影地区の道路改修工事については、趣旨採択とすることに

決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより陳情第４号について、討論に入ります。議 長（傳田創司君）

本陳情に対する委員長報告は、採択であります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、陳情第４号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

陳情第４号、国道１７号線羽場押出地内から羽場廻戸地内までの下り車線に歩道を設置

して下さいを採決いたします。

本陳情に対する委員長報告は、採択であります。

本陳情は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、陳情第４号、国道１７号線羽場押出地内から羽場廻戸地内までの下り車線に歩

道を設置して下さいは、採択とすることに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第２６号 平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）について

議案第３３号 平成１８年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計補正予算

（第２号）について

日程第１１ 議案第２６号 平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算 第議 長 傳田創司君（ ） 、 、 （

５号）について、議案第３３号、平成１８年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計補

正予算（第２号）についてを一括議題といたします。

所管の委員長報告を求めます。

総務文教常任委員長根津公安君。

（総務文教常任委員長 根津公安君登壇）

本委員会に付託されました議案第２６号、平成１８年度みなか総務文教常任委員長（根津公安君）
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み町一般会計補正予算（第５号）について、議案第３３号、平成１８年度みなかみ町自家

用有償バス事業特別会計補正予算（第２号）について、委員会における審査の経過と結果

について、以上２件を一括にてご報告申し上げます。

まず、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）について申し上げます。

歳入歳出それぞれ５億２，７００万円を追加し、予算の総額を１５２億８，０８０万円

とするものであります。

まず、歳入の大きなものとしては、町税滞納分固定資産税繰越分３億３２０万円や合併

補助金、総額にして１億９，８００万円などが上げられます。

歳出の大きなものとしては、合併補助金より情報政策費、電算システムに係わる清算等

、 ， 、が上げられ 他に群馬サイクルスポーツセンター利子を含む損失補償費約３ ８００万円

また、同様に水上リゾート開発に関わる奈良俣キャンプ場を含め、１，４４０万円の損失

補償が加わります。

質疑では、敬老バスの事業費が、４８０万円減額となったのは、利用者減少に伴うとの

ことであり、また資源リサイクルセンターについても、問題提起となりました見込み料の

３０％しか利用がなく、それらに伴う人件費委託料５００万円の減額計上であり、今後の

活用について課題となりました。

また、商工費、小口資金融資促進事業費４６２万９千円の損失補償については、２回く

らいの返済で滞ってしまう借り手に対しての資格審査のあり方についての指摘があり、今

後の大きな検討課題でございます。

水上地区の給食センター老朽化による衛生上の質疑がありましたが、現在のところ大き

な問題などは無いとしながらも、屋根の損傷が激しく、修繕料４００万円が計上されてお

ります。

新治地区の町営赤沢スキー場については、今シーズンは暖冬により３分の１しか営業が

出来なかったため、繰出金４５０万円が計上されておりますが、今シーズンは特別として

も、これ以上赤字が累積するようでは閉鎖の考え方はないのかとの質疑には、赤沢スキー

場には、冬季の雇用対策や冬スポーツの振興等、地域にとっては重要な施設であり、また

閉鎖した場合、国へ補助金の返還や現状復帰等を求められることが予想され、大きな費用

が掛かることもあり、現況下の運営は大変厳しいとも、何とか頑張って行きたいとのこと

でございました。以上質疑を終わり、採決の結果、本案は多数をもって可決すべきものと

決定いたしました。

次に 議案第３３号 平成１８年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計補正予算 第、 、 （

２号）について、ご報告申し上げます。

歳入歳出それぞれ９４万円減額し、総額９２４万円とするものであります。

この内訳につきましては、バス車輌を購入したところ、予算より安く購入できたことに

よる減額でございます。以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致をもって可決べ

きものと決定いたしました。以上申し上げ委員長報告といたします。

以上で委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより議案第２６号議 長（傳田創司君）

について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２６号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第３３号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「
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ありませんので、これにて議案第３３号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより議案第２６号について、討論に入ります。

本案に対する委員長報告は原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

７番原澤良輝君。

（７番 原澤良輝君登壇）

議案２６号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）につい７ 番（原澤良輝君）

て、反対討論を行います。

合併後、初の本格的予算となった一般会計予算ですが、町民の声が「合併して良かった

ことは何もない」と、町中から聞こえております。

本補正予算は、町の失政の尻ぬぐい予算言われても仕方がないのではないでしょうか。

元山田節子町長が取締役だった時に債務保証した、水上リゾート開発株式会社に対する

損失補償が１,４４０万円、旧３町村が関わった群馬サイクルスポーツセンター借入金に対

する損失補償３,８０４万円が支出されようとしています。

水上リゾート開発株式会社には、この他に３,４００万円の出資金が紙くず同様になりま

した。群馬サイクルスポーツセンターには、当初予算で１,２００万円もの損失補償を計上

しており、合わせて１８年度中に５,００４万円を支出しなければなりません。

観光業が疲弊し、旅館の民事再生の申請もありましたが、その後、解雇された従業員も

あります。こうした従業員に対する救済の手を差し伸べることも出来ずにおります。

本来、町の予算は、こういう困っている人に、町民の期待に応えるよう編成されるべき

だということを申し上げて、反対討論といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

１番前田善成君。

（１番 前田善成君登壇）

議案第２６号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）につ１ 番（前田善成君）

いて賛成の立場から討論に参加いたします。

本案は、町税の滞納分の徴収と合併補助金の追加交付に伴う増額補正が主の内容となっ

ております。

町税滞納分については、今後財政運営を考慮して、ほぼ全額の３億３千万円を減債基金

に積み立てるものであり、合併補助金については、町村合併により実施した電算システム

の経費、道路台帳補正などの経費であり、必要不可欠な補正であります。

群馬サイクルスポーツセンターの損失補償は、旧町村で確定した残債務を財源に若干の

余裕が出来たことにより、一括返済するものであり、金利負担の軽減も図れることから、

了承するべきものであります。

地方債の補正については、事業期の確定により減額と、交付税参入のない県資金借入を

やめるなど行政側の努力が伺えるところであります。



- 30 -

（ ）第 号H19-2 3.16 4

以上の理由から、本案件は可決すべきものとし、賛成討論といたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２６号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第２６号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）についてを起立に

より採決いたします。

本案に対する委員長報告は原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、議案第２６号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第５号）について

は、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第３３号について、討論に入ります。議 長（傳田創司君）

本案に対する委員長報告は原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３３号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

、 （ ）議案第３３号 平成１８年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計補正予算 第２号

についてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３３号、平成１８年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計補正予算

（第２号）については、原案のとおり可決することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際休憩いたします。１３時０５分より再開いたします。議 長（傳田創司君）

（１２時１５分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１３時０５分 再開）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第２７号 平成１８年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について

議案第２８号 平成１８年度みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第４号）

について

議案第２９号 平成１８年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第４号）

について
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議案第３０号 平成１８年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について

議案第３１号 平成１８年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第５号）

について

議案第３２号 平成１８年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第３号）について

日程第１２、議案第２７号、平成１８年度みなかみ町国民健康保険特別会議 長（傳田創司君）

計補正予算（第３号）についてから、議案第３２号、平成１８年度みなかみ町水道事業会

計補正予算（第３号）についてまで、関連する議題でありますので、以上６件を一括議題

といたします。

所管の委員長報告を求めます。

厚生常任委員長中村正君。

（厚生常任委員長 中村 正君登壇）

本委員会に付託されました議案第２７号、平成１８年度みなかみ町厚生常任委員長（中村 正君）

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてから、議案第３２号、平成１８年度み

なかみ町水道事業会計補正予算（第３号）についてまで、以上６件を一括して、委員会に

おける審査の経過と結果についてご報告いたします。

はじめに議案第２７号、平成１８年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について申し上げます。

担当課より、詳細説明の後、質疑に入りました。

委員からは、保険財政共同安定化事業拠出金の事業内容について質問があり、１件３０

万円を超える高額医療費が対象となる旨の説明がありました。

また、人間ドッグについて、集団検診受信者は対象とならないかとの質問については、

人間ドッグは任意であり、受信者についても対象となり得る旨の説明がありました。

以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て可決すべきものと決定いたしま

した。

次に、議案第２８号、平成１８年度みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第４号）に

ついてご報告申し上げます。

担当課より説明の後、質疑に入りました。

委員からは、医療給付費と医療支給費の違いについて質問があり、医療給付費は病院な

どの一般的な医療費が該当し、医療支給費は医師の処方に基づくマッサージなどが該当す

る旨の説明がありました。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いた

しました。

つづきまして、議案第２９号、平成１８年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてご報告申し上げます。

担当課より説明の後、質疑に入りました。

委員からは、給付サービス費が減額支給されているが、行き届いたサービスが行われて

いるのか、また介護の人数は足りているのか等の質問があり、サービス給付は本人の希望

によりサービス提供事業所との契約に基づき給付されており、ほぼ需要に見合った給付が

なされていると考えます。また、介護するヘルパーなどについても、ほぼ充足されている

旨の説明がありました。
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保険料の滞納はあるのかとの質問については、平成１７年ベースでの収納率は約９７％

である旨の説明がありました。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て可決すべきものと決定いたし

ました。

つづきまして、議案第３０号、平成１８年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）についてご報告申し上げます。

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６９１万円を減額するもので、主な

ものとしては、歳入においては使用料及び手数料を７４０万円を減額し、歳出においては

簡易水道費、施設費で６９１万円を減額するものであります。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いた

しました。

つづきまして 議案第３１号 平成１８年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算 第、 、 （

５号）について申し上げます。

既定の予算に歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７３９万１千円を減額するも

のであります。

主なものとしては、使用料及び手数料が３６８万９千円の減額、町債において５５０万

円の減額であります。

歳出においては、公共下水道費５５６万２千円と汚水処理施設整備費の４１９万４千円

の減額であります。担当課より使用料、流域下水道の建設負担金等々の減額の説明の後、

以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いたしま

した。

、 、 （ ）つづきまして 議案第３２号 平成１８年度みなかみ町水道事業会計補正予算 第３号

についてご報告申し上げます。

ます、収益収入及び支出でありますが、収入においては給水収益水道使用料６８０万円

の減額が主なものであり、支出におきましては営業費用の２６０万４千円の減額でありま

す。

資本的収入及び支出につきましては、収入において企業債の２，０９０万円の減額であ

り、支出については、建設改良の２，５１８万６千円の減額であります。担当課より、給

水収益の減少は観光客の入り込み減の影響であること、借入金利息５０万円の減額は利率

の変更による旨の説明の後、委員からは企業債の減額は次年度に改修工事等を実施するの

かの確認の後、以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきもの

と決定いたしました。以上、６件一括して申し上げ委員長報告といたします。

委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより議案第２７号につい議 長（傳田創司君）

て質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２７号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第２８号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２８号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第２９号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２９号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）
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次に、議案第３０号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３０号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第３１号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３１号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第３２号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３２号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより議案第２７号について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第２７号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第２７号、平成１８年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第２７号、平成１８年度みなかみ町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第２８号、平成１８年度みなかみ町老人保健特別会計補正予議 長（傳田創司君）

算（第４号）について討論に入ります。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第２８号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

、 （ ） 、議案第２８号 平成１８年度みなかみ町老人保健特別会計補正予算 第４号 について

を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第２８号、平成１８年度みなかみ町老人保健特別会計補正予算（第４号）

については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第２９号、平成１８年度みなかみ町介護保険特別会計補正予議 長（傳田創司君）
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算（第４号）について、討論に入ります。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第２９号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第２９号、平成１８年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第２９号、平成１８年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第４号）

については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第３０号、平成１８年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補議 長（傳田創司君）

正予算（第３号）について、討論に入ります。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３０号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３０号、平成１８年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３０号、平成１８年度みなかみ町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第３１号、平成１８年度みなかみ町下水道事業特別会計補正議 長（傳田創司君）

予算（第５号）について討論に入ります。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３１号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３１号、平成１８年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第５号）につい
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てを採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

、 、 （ ）よって 議案第３１号 平成１８年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算 第５号

については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより、議案第３２号、平成１８年度みなかみ町水道事業会計補正予算議 長（傳田創司君）

（第３号）について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３２号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３２号、平成１８年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第３号）についてを採

決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３２号、平成１８年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いては、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 議案第３４号 平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算

（第１号）について

議案第３５号 平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会計補正予算

（第３号）について

日程第１３、議案第３４号、平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会議 長（傳田創司君）

計補正予算（第１号）について、議案第３５号、平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会

計補正予算（第３号）について、以上２件を一括議題といたします。

所管の委員長報告を求めます。

産業観光常任委員長久保秀雄君。

（産業観光常任委員長 久保秀雄君登壇）

本委員会に付託されました議案第３４号、平成１８年度みなか産業観光常任委員長（久保秀雄君）

み町スキー場事業特別会計補正予算（第１号）について、議案第３５号、平成１８年度み

なかみ町温泉事業特別会計補正予算（第３号）についてを一括して、委員会における審査

の経過と結果についてご報告申し上げます。

担当課長、課長補佐、係長等の出席を求め審査を行いました。

、 （ ）最初に議案第３４号 平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算 第１号
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について申し上げます。

今回の補正は、近年にない暖冬の影響により、例年の３分の１程度の営業期間で営業を

終了したことによるものであります。

歳入歳出それぞれ７４７万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を１，４１２万６千円

とするものであります。

歳入では１目使用料でリフト等の使用料８０８万６千円を減額、２目事業収入で食堂及

び売店売上げで３８８万円を減額し、一般会計より４５０万円を繰り入れるものでありま

す。歳出の主なものは事業費で賃金４００万円、食堂原材料費１７０万円、燃料費８０万

円を減額し、旅費５千円、使用料及び賃借料７万６千円、スキー場連絡協議会負担金２万

５千円を増額するものであります。

、 、 、各委員からは 営業日数・客の入込みは 来年度の営業はどうするのか等の意見があり

以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いたしま

した。

次に、議案第３５号、平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて申し上げます。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１，９６２万９千円を減額し、歳

入歳出の総額を３，６５６万２千円とするものであります。

歳出の主なものは、計画をしていた町営第１号源泉掘削工事の申請手続きが間に合わな

かったことから、委託料２３０万円、工事請負費１，３００万円、配管等の大きな修繕が

なかったことから、修繕費３４９万４千円を減額するものであります。

歳入は、源泉掘削工事が実施できなかったことから、基金繰入金１，９６２万９千円を

減額するものであります。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いた

しました。以上申し上げ報告といたします。

委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより議案第３４号につい議 長（傳田創司君）

て質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３４号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第３５号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３５号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより議案第３４号、平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算（第１

号）について討論に入ります。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３４号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３４号、平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３４号、平成１８年度みなかみ町スキー場事業特別会計補正予算（第１

号）については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第３５号、平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会計補正予議 長（傳田創司君）

算（第３号）について討論に入ります。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３５号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３５号、平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会計補正予算（第３号）について

を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３５号、平成１８年度みなかみ町温泉事業特別会計補正予算（第３号）

については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 議案第３６号 平成１９年度みなかみ町一般会計予算について（分割審議）

日程第１５ 議案第３７号 平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について

議案第３８号 平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算について

議案第３９号 平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算について

議案第４０号 平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算について

議案第４１号 平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算について

議案第４２号 平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算について

日程第１６ 議案第４３号 平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算

について

議案第４４号 平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算について

日程第１７ 議案第４５号 平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予算について

議案第４６号 平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算について

日程第１４、議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算につい議 長（傳田創司君）

てから、日程第１７、議案第４６号、平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算につ

いてまでは関連する議題でありますので、以上１１件を一括議題といたします。

所管の委員長報告を求めます。
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まずはじめに、総務文教常任委員長根津公安君。

（総務文教常任委員長 根津公安君登壇）

本委員会に付託されました議案第３６号、平成１９年度みなか総務文教常任委員長（根津公安君）

、 、み町一般会計予算についてのうち総務文教常任委員会付託分について また議案第４３号

平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算及び議案第４４号、平成

１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算について、以上３件を一括して、委

員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

まず歳入全般については、歳入総額は１２７億８，３００万円とするもので、前年対比

２．１％減の２億６，８９０万円であります。特出した事項はありませんが、１款町税の

増収や１３款使用料及び手数料については、平成１９年度より懸案事項でありました体育

館使用料等を有料化するなど、小さな一歩としても、この意識改革に踏み切ったことに評

価をするものであります。

委員会で議論となりますたのは、１６款財産収入、不動産売り払い収入１億円でありま

す。委員からは、見込みのない売却益を計上することによる不適切な考え、架空との質疑

、 、がありましたが 答弁では財政改革に強い意気込みで取り組んで行きたいとのことであり

決して架空の計上ということではなく、町有財産の内、長期にわたって眠っている不要に

等しい資産は売却の方針で財政の健全化に努めて行きたいとの姿勢であり、既に準備を進

めているとのことでありました。

現実に数箇所についての引き合いの話もあるそうで、公有財産という正確上、その公募

については様々なことを想定して、慎重に対応を考えていきたいとのことでありました。

次に、本委員会付託分の歳出についてご報告いたします。

主だった新規の事業としては、町章等の作成に１００万円、具体的なプランはまだ白紙

ということです。２款総務費負担金及び交付金では、都市との地域間交流として、利根川

上下流交流がありますが、中身については東京・江戸川区の一部地域と防災協定を結びな

がら、互いに交流を深め、有意義な振興を図っていきたいとのことであり、上下流を中心

として、総額約３００万円の予算計上であります。

１０款教育費については、新教育システム開発プログラム費として、国１００％の補助

、 、 。７８６万６千円が計上されておりますが これは文部科学省 国のモデル事業であります

内容としては、小中学校併設校に関する研究や、それらに伴う空き校舎の利用法を含め

ての研究費であり、３年間の継続事業であります。

また、社会教育関係では、青少年健全育成費３７１万円でありますが、これは放課後子

供教室、安全管理員謝金として計上されておりますが、内容としては週一回くらいの割合

で放課後の子供たちの居場所づくりの事業であります。

また、新治村史編集費４１６万６千円は、平成２０年度完成予定の製本に関わる事業で

あります。

給食センター費については、３地区の給食センター調理員についてを民間委託の方向で

あり、月夜野地区約３，１００万円、新治地区約３，０００万円、水上約２，８６０万円

ということで、今後の人件費の関係で正確な数値はつかめないものの、総体的には経費削

減になるそうであります。

質疑では、２款総務費登記事務委託料３４０万円が計上されておりますが、これら登記

について職員で対応できないものかとの質問に、仮に司法書士等に依頼したと試算いたし

、 、 、ますと 実績において年間約５２０万円掛かる計算で 現在の委託料が３４０万円であり
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約１８０万円の節減に努めているとのことであります。

しかしながら、今後については、職員を育成して、出来得ることはなるべく職員対応に

していきたいとのことでありました。

教育総務費、三国会研究事業費３０万円については、１８年度では教職員会補助金とし

て、４０万円計上されていましたが、名目を「三国会」に変更したものであります。

内容としては、小中学校の先生の勉強会、また子供スキー大会、水泳大会等、子供スポ

ーツ振興に運用されているとのことであります。

、 、 、最後に 小学校費 小学校要保護・準保護・児童就学援助費４３８万５千円については

現在の問題点や今後の対応について質疑がありました。この関係は、所得や家庭環境を勘

案し、就学援助が得られるもので、以前は国の補助もありましたが、現在は１００％が町

の支出であり、年々出費が増えている現状であります。

その背景には、兄弟で認定されるケースが多いことなどが上げられ、認定基準の問題点

、 、 、もあり 今後は民生委員さんに協力いただき 家庭の就労状態などの把握をしっかりして

的確な認定作業を行っていきたいとのことでありました。

これらの関係については、給食費の滞納問題にまで連鎖があり、規範の失墜につながり

かねない大きな問題で有意義な議論となりました。参考までに小学校では月夜野地区３３

人、新治地区３５人、水上地区１３人、中学校では月夜野地区２２人、新治地区２１人、

水上地区９人であります。以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は多数を以て、可決す

べきものと決定致しました。

次に、議案第４３号、平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算

についてご報告申し上げます。

新年度の歳入歳出予算の総額をそれぞれ９４０万円と定めるものであります。

、 、 、 、現在 観光センター使用料３件合わせて ２５１万４千円が主な収入源ですが 今後は

新観光協会から使用願いがあるそうですが、所有者は利根沼田広域圏ですので、使用料等

の話も含めて、今後検討していきたいとのことでございます。

以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いた

しました。

次に議案第４４号、平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算について

ご報告申し上げます。

新年度の歳入歳出予算の総額をそれぞれ５１２万円と定めるものであります。

。 、 、 、殆ど前年度実績の精査に基づいた予算でございます 以上 質疑を終わり 採決の結果

本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いたしました。

以上、申し上げ一括しての委員長報告といたします。

次に、厚生常任委員長中村正君。議 長（傳田創司君）

（厚生常任委員長 中村 正君登壇）

本委員会に付託されました議案第３６号、平成１９年度みなかみ町厚生常任委員長（中村 正君）

議案第３７号、平成１９年度みなか一般会計予算についてのうち厚生常任委員会付託分、

み町国民健康保険特別会計予算について、議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人

保健特別会計予算について、議案第３９号、平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計

予算について、議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算につ

いて、議案第４１号、平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算について、議案
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第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算についてまで、以上７件を一括し

て委員会における審査の経過と結果についてご報告致します。

議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算のうち厚生常任委員会付託まず、

分について、申し上げます。

担当課より説明の後、委員からは高齢者配食サービスの利用人数について質問があり、

週１回の配食を１１０名程度見込んでいる旨の説明がありました。

また、広域圏老人ホーム管理費の負担金は予算額で確定なのかとの質問に、負担率につ

いては協議中であり、現在の規則により算出した金額である旨の説明がありました。

次に４款衛生費でありますが、環境課より説明の後、質疑に入りました。

各委員からは、ＩＫＥ立替分は、いつ清算するのか、なぜ立て替えしなければならない

のか、資源収集車の形式はどのような車輌か、発電施設の利用は考えていないのか等々の

質問があり、ＩＫＥ立替分については企業名では契約できない制約があり、みなかみ町と

して対応する分の立替分であること、また発電施設は修理に２億円掛かるために、現在は

考えていない旨の説明の後、以上、質疑を終わり、採決の結果、本案は多数を以て、可決

すべきものと決定いたしました。

議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算につづきまして、

担当課より詳細説明の後、質疑に入りました。ついてご報告申し上げます。

委員からは、税率改正について素案を示せるかとの質問があり、新年度予算案は基金の

取り崩し、予備費の縮小など厳しい予算編成をしておりますので、今後保険税の改定等を

含めて、適切に対応したい旨の説明がありました。以上質疑を終わり、採決の結果、本案

は多数を以て、可決すべきものと決定いたしました。

議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算についつづきまして、

てご報告申し上げます。

担当課より詳細説明の後、質疑に入り、委員からは平成２０年度以降の本特別会計につ

いて質問があり、平成２０年度以降は後期高齢者医療制度に移行することとなるが、平成

２０年度の１ヶ月間だけ本特別会計が残る旨の説明がありました。以上、質疑を終わり、

採決の結果、本案は多数を以て、可決すべきものと決定いたしました。

議案第３９号、平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算についつづきまして、

てご報告申し上げます。担当課より詳細説明の後、質疑に入りました。

委員からは税制改正による激変緩和措置は予算に盛り込まれているのかとの質問があ

り、激変緩和措置は、平成１８年度と平成１９年度の２年間にわたり、実施されること

から、本予算案に反映させている旨の説明がありました。以上、質疑を終わり、採決の

結果、本案は全会一致を以て、可決すべきものと決定いたしました。

つづきまして、議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算に

担当課より詳細説明の後、審議に入りました。ついてご報告申し上げます。

予算総額は、歳入歳出それぞれ２億５，６００万円で、前年対比１２５％であり、主な

支出は、平成２３年まで予定している石綿管更新工事のほか東部簡易水道水源変更工事費

であります。

委員からは、検針員の人数は何人か、基金はいくらあるのか、町債の利子が高いのでは

ないか等の質問があり、以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決す

べきものと決定いたしました。
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議案第４１号、平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算につつづきまして、

いてご報告申し上げます。

予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億３，９００万円で、９２２万１千円の増額であ

り、主なものは公共下水道建設工事費７，０７３万円であり、公共下水道維持管理費及び

流域下水道維持管理費負担金等を合わせますと２億２，７０２万９千円であります。

担当課より説明の後、審議に入り、合併浄化槽の補助金が減額されている旨の質疑があ

り、県補助金が３分の１から、平成１９年度は５分の１になり、平成２０年度には無くな

る可能性がある旨の説明の後、合併浄化槽は何基分の予定なのか等々の質問があり、以上

質疑を終わり、採決の結果、本案は、全会一致を以て、可決すべきものと決定いたしまし

た。

つづきまして、議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算についてご

報告申し上げます。

担当課より、石綿管更新工事予定とメーター器の交換修繕の細部説明を受け、石綿管に

おいては、水上地区を平成１９年より平成２７年までの９ヶ年計画で更新工事予定であり

ます。

また、平成１９年度の収支予定は、水上地区で１立方平方メートル当たり２０円の値上

げにより、事業収益２億９，１４５万３千円であり、事業費用は２億７，１７０万９千円

で差引き１，９７４万４千円の経常利益を予定しているとのことであります。

、 、 ， 、 ，また 累積欠損額は １８年度末で５億１ ４７３万６千円で １９年度末では４億５

、 ，４９９万２千円を予定しているとのことであり 一時借入金についても１８年度末１億７

７００万千円、１９年度末１億５，５００万円を予定しており、年々減少するものと説明

を受けました後、以上質疑を終わり、採決の結果、本案は多数を以て可決すべきものと決

定いたしました。以上、申し上げ議案第３６号から議案第４２号まで一括しての委員長報

告といたします。

次に、産業観光常任委員長久保秀雄君。議 長（傳田創司君）

（産業観光常任委員長 久保秀雄君登壇）

本委員会に付託されました議案第３６号、平成１９年度みなか産業観光常任委員長（久保秀雄君）

み町一般会計予算のうち産業観光常任委員会付託分について、議案第４５号、平成１９年

度みなかみ町スキー場事業特別会計予算について、議案第４６号、平成１９年度みなかみ

町温泉事業特別会計予算について、委員会における審査の経過と結果について、以上３件

を一括にて、委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。

まずはじめに、議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算のうち産業観光常

任委員会付託分についてご報告申し上げます。

一般会計歳出５款労働費１，７０３万円の主なものは、２１節貸付金１，６００万円で

あり、労働金庫への預託金であります。

６款農林水産業費は、農業委員会費４，１２２万４千円、農村応援事業費５９２万１千

円は、猿追跡調査委託料とテレメーターを４セット購入するものであります。

畜産業費高畠牧場対策費９７７万円は、現況復帰作業を行うものであります。７款商工

費２目観光振興費１１節印刷製本費１，１５８万８千円は、５ヶ国語パンフレットの作成

費等であります。

８款土木費２項道路橋梁費４目橋梁維持費１３節委託料８，３７０万円は、町道原～洞
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線の耐震補強、町道薮田２０号線沢入橋耐震補強、町道十二原１２号線上津人道橋耐震、

藪田水管橋耐震補強工事をＪＲへ委託するものであります。

４項都市計画費１７節公有財産購入費３千万円、２２節補償補填及び賠償金９，８５０

、 。万円 これはまちづくり交付金事業による温泉公園用地の取得及び建物の補償であります

１１款災害復旧費は、予算枠を確保するための計上であります。

各委員からは、まちづくり交付金事業による温泉公園用地の取得及び建物の補償につい

、 、 、 、ては 細心の注意を払い 慎重に取り扱いをするべきとの意見があり 以上質疑を終わり

採決の結果、本案は多数を以て、可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第４５号、平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予算について、ご

報告申し上げます。

予算総額を歳入歳出それぞれ２，１２３万円に定めようとするものであります。

歳入では、１款事業収入９８５万７千円はリフト・貸しスキー等の使用料、食堂等の事

業売上げを４９２万円としております。

繰入金については、基金繰入金１９４万７千円、一般会計繰入金を３５０万円としてお

ります。

次に歳出ですが、１款スキー場事業費２，１２２万５千円が計上されておりますが、主

に臨時職員の賃金６７４万７千円、光熱水費、燃料費等の６６５万４千円、国有林借上げ

料及び賃借料２３１万７千円、食堂の原材料費２６６万８千円であります。

各委員からは、委託料の圧縮を求める意見等があり、環境課が窓口として交渉に当たる

との答弁があり、以上質疑を終わり、採決の結果、本案は全会一致を以て、可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、議案第４６号、平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算についてご報告申

し上げます。

歳入歳出それぞれ５，５２３万円に定めようとするものであります。

歳入の主なものは、受湯権利料の徴収強化を図り、使用料収入を２，８０４万７千円と

しております。

次に歳出の主なものは、１項温泉事業費２目温泉管理費の配湯管改修費４３０万円、町

営第１号源泉の改修費として、設計委託料３４０万円、工事請負費１，７００万円であり

ます。各委員からは、未収金に対する意見があり、以上質疑を終わり、採決の結果、本案

は全会一致を以て、可決すべきものと決定いたしました。

以上、申し上げ委員長報告といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

暫時休憩いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で委員長の審査結果報告が終了しましたので、これより質疑に入りま議 長（傳田創司君）

す。まず、議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算について質疑はありませ

んか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３６号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）
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次に議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について質疑は

ありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３７号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算について質疑はあ

りませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３８号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第３９号、平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算について質疑はあ

りませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３９号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算について質疑

はありませんか。

９番島崎栄一君。

東部簡水水源変更工事費５千万円のことについて質問なんですけども、９ 番（島崎栄一君）

ポンプアップだと思うんですけども、毎分何リットルくらいを予定しているのか、それか

らポンプアップの電気代は年間どのぐらい掛かりそうなのか、それからそのポンプは何年

ぐらいですね、保つのか、また故障した場合はその交換の費用等はどのぐらい掛かるのか

教えて下さい。

厚生常任委員長中村正君。議 長（傳田創司君）

（厚生常任委員長 中村 正君登壇）

ただ今の島崎議員からご質問でありますけれども、委員会といたま厚生常任委員長（中村 正君）

しては質疑しておりませんので、お答えすることができません。

ほかに質疑はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４０号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第４１号、平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算について質疑は

ありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４１号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算について質疑はありま

せんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４２号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第４３号、平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算

について質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４３号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第４４号、平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算につい

て質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「
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ありませんので、これにて議案第４４号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に議案第４５号、平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予算について質疑は

ありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４５号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

次に、議案第４６号、平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算について質疑はあ

りませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４６号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算について、討論に入りま

す。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

９番島崎栄一君。

（９番 島崎栄一君登壇）

一般会計について反対ということで、意見を述べます。９ 番（島崎栄一君）

予算を見れば、町の進む方向が見えます。どのような町政が行われるかが、数字となっ

て現れます。そういった視点で、平成１９年度のみなかみ町の予算を見たとき、進むべき

方向が違うのではないか、間違っているのではないかと思いました。

財政破綻した夕張市からは、重い負担と低いレベルの行政サービスを嫌って住民が逃げ

出しています。せっかく再建計画を立てても、人口の減少が止まらなければ、再建が失敗

する可能性もあります。

いろいろな報道により、各市町村によって負担やサービスが違うことが認識され、自治

体が住民から選ばれるようになってきました。財政が健全でサービスの良い町は、住民が

移り住み、より一層財源が豊かになって、さらにサービスが充実する好循環になります。

財政が悪化して、サービスの悪い町は、住民がじわじわと流れ出し、さらに財源が減っ

。 、 。 、てサービスも低下する悪循環になります これからは 自治体間の競争です 知恵を絞り

より良い住民サービスをより安い住民負担で実現している町が勝ち組です。

自治体の本来の目的、住民が住みやすい町にすることを、ただひたすらに、真剣に取り

組まなければなりません。

みなかみ町の平成１９年度の予算を見たとき、スクールバスが無料になっていません。

これまで議会の研修で行った他の町村はみんな無料でした。義務教育のスクールバスが

未だに有料などというのは、人並みの住民サービスが行われれていないということです。

他の町村より一歩も二歩も遅れているということです。

住む場所によって、義務教育の小学校・中学校に通うにも、お金が掛かってしまう町、

それが今のみなかみ町です。

新治の羽場の方と話をしたとき 「息子が家を建てようとしたけど、羽場からは小学校も、

遠いし、スクールバスも無いから、沼田に家を建てた」と言っていました。もし、小学校

から、３㎞近くある羽場にスクールバスを走らせ、保護者負担も無料でやっていれば、そ

の息子さんは羽場に、親の近くの実家の土地に家を建てたかもしれません。

うららの郷の住宅団地も、団地開設の時から、スクールバスを走らせ、負担も無料で通

学できるようにしておけば、今よりもっと区画が売れていたと思います。うららの郷のパ

ンフレットには、新巻小学校まで約２．３㎞、新治中学校まで約３．６㎞と書いてありま
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す。

購入を検討した人、このパンフレットを見た人が、学校までの距離が遠いことを心配し

たときに、スクールバスが無料で利用できることになっていれば、安心して区画を購入し

たことでしょう。家が建てば、固定資産税が入ってきます。月１，３００円程度のスクー

ルバス利用料を無料にしても、財政的にはむしろプラスになるでしょう。

、 、 。町に住む住民が増えれば 日常生活でもお金が使われ 町の商店や床屋さんが潤います

人が増えれば、住民も町も収入が増えるのです。

去年の３月議会でスクールバスの無料化について、町長に質問したところ 「そんなに先、

としては考えておりません。今年、新年度早々にスクールバス対策検討委員会を立ち上げ

、 、 、てもらいますので 今年度中にはスクールバス無料化についての方向付けをですね まず

していきたいと、このように考えております」と、このように答弁してもらいました。

期待をしました。スクールバスの無料化が、この町でもやっと実現するのではないかと

期待をしました。

ところが、平成１８年度早々に出来るはずだったスクールバス対策検討委員会は、未だ

。 。に出来ていません 平成１９年度の予算でもスクールバスの無料化が予定されていません

がっかりしました。

ちょっと話が変わるんですけども、以前、前橋市に住んでいた時、ちょくちょく銭湯に

行きました。風呂から上がって、牛乳を飲んで、そこにたむろしている常連さんと話をし

ました。銭湯は住民の「ふれあい交流館」でした。銭湯は当然民営で、前橋市から援助を

受けているわけでもなく、利用料で立派に経営されていました。

一方、みなかみ町のふれあい交流館は、来年度１千万円も町から財源を投入することに

なっています。民間でやっていけるものに、町が毎年、１千万円も出しているようでは、

健全な財政にはなりません。

民間でやること、町がやるべきことをもっと厳密に区別し、財源を節約して下さい。

こういった支出を見直して改善すれば、スクールバスの無料化のための財源５００万円

は捻出できると思います。もっと知恵を絞って、アイデアを出して予算を組んで下さい。

出すべき金、節約すべき金の選択をもっと適正に判断するべきです。

みなかみ町の平成１９年度一般会計予算は、修正が必要です。町民のために、町の将来

のために修正が必要です。このままの予算に賛成するわけにはいきません。

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

２番阿部賢一君。

（２番 阿部賢一君登壇）

議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算について賛成討論を２ 番（阿部賢一君）

行います。

地方税収の増額で、地方自治体の自主財源は微増する見込みと言われておりますが、潤

うのは都市部の自治体に限られ、地方交付税に依存する多くの自治体の財政状況は一層厳

しくなっている昨今でございます。

このような状況下、多くの小規模自治体は、交付税削減を契機に保育料や施設使用料の

値上げに着手しております。当町においても、財政状況が、厳しいことは合併以前から周

知の事実でありました。このような状況を乗り切るべく、町村合併を決断し、活路を見い

だそうと関係者が努力して今日に至っております。

みなかみ町では、昨年１１月に財政計画を策定し、議会をはじめ広報誌によって、町民
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にも町の財政状況と今後の財政運営について説明がなされたところであります。

この間には、財政破綻による赤字債権団体への転落という夕張ショックを受けました。

さて、平成１９年度一般会計予算においては、何よりも財政改革元年と位置付け、人件

費をはじめとして、歳出削減が図られております。

また、組織の機構改革や施設の統廃合にも視野が向けられており、年度中の経費削減に

取り組む意欲が強く感じられます。

歳入面では、遊休農地の町有地を売却することによって、スリムな行政体質を目指すと

ともに、売却により町税の増収が図られることと期待するものであります。

歳出面では、厳しい財政運営を余儀なくされており、補助金の削減や一部事業の見直し

が実施されており、住民サービスを維持しつつ、障害者等の生活弱者に対する面では一定

の配慮がなされております。

職員の早期退職など真摯に行財政改革に取り組む姿勢が随所に見られますので、早期に

財政再建が図られ、夢と希望の持てるみなかみ町としていただくことをお願いしまして、

賛成討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

７番原澤良輝君。

（７番 原澤良輝君登壇）

議案３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算について、反対討論を７ 番（原澤良輝君）

行います。

合併後、２度目の予算となった一般会計予算ですが、前年、助成金を削減され、基金の

取り崩しや区費の値上げなどで対応した社会福祉協議会や区運営費が増額されたことは、

評価したいと思います。

町は旧新治村時代に山形県に土地を買収し、そのままになっておりますが、早期に売却

して、借金の返済にあてることが必要だとも考えます。

、 「 」 、会期中の３月９日に 月夜野カントリークラブを運営する町出資の 大峰高原開発 が

民事再生法の適用を申請しました。町が出資した７千万円が紙くず同様になる恐れがあり

ます。

町は「行政改革大綱」を決め、集中改革プランを作成して、町出資の第３セクターの見

直しをする前に、次々と経営が行き詰まっていっております。出資金の回収もできず、逆

に損失補償をしている状態です。１８年度だけでも１億６ ８４４万円もの税金が、出資金,
の回収ができなくなったり、損失補償で使われております。

こうした無駄を反省しないで、財政が厳しいからといって、各種団体の補助金を大幅に

カットして、補助金が完全にゼロになった団体が多数あります。体育や文化等の団体活動

の後退や停滞を招くのではないかと心配をしております。

また、三峰の湯についての負担金なのですが、老人の負担６５歳～７５歳未満が１００

円から２００円に、７５歳以上無料だったのが２００円になりますし、通所型介護予防サ

ービスも１日４９０円から５５０円に、２２０円から３５０円へと値上げをされる予定で

あります。

また、７５歳以上の老人だけを対象にした群馬県単位の医療保険を作り、月額平均６，

２００円の保険料を徴収し、医療費が増えれば保険料が上げられ、滞納すれば保険証を渡

さないなど 「後期高齢者医療広域連合」への負担金等が計上され、老人や弱い者いじめが、

されていると考えられます。
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水上と月夜野地区の給食の調理業務が５，９７３万円で民間に委託されようとしており

ます。費用も予算書では前年の直営より多くなっております。子どもの成長を育む食べ物

は町が直接責任を負うべきだと考えます。

町の総合計画の作成のために１千万円で外部に委託を出しますが、町民と町職員が一体

となって真剣になって、町の将来の青写真を作らなければ、立派な印刷物が出来ても 「絵、

に描いた餅」になってしまうと考えます。外部委託をやめれば、経費も大幅に削減ができ

ます。

また、本庁舎の改造費に５千万円を計上しておりますが、中止か先送りにして、借金の

返済に充てる必要があるのではないかと思います。

ゴミの処分費も２億６，４６０万円で民間に委託しております。生ゴミ分別に力を入れ

て、その費用負担を考えたり、資源リサイクルセンター等の活用を合わせれば、経費の節

約が出来るのではというふうにも考えられます。

町は、３年後に総務省が導入を計画している「外部監査」によって 「財政再生団体に」、

指定されないために、職員の早期退職で人件費を削減しようとしていますが、人件費を削

減しても 「実質公債費比率」は下がりません。、

本予算に計上された多くの委託費を減らして、職員の知恵と力の活用こそが町の活性化

につながるものと考えます。

町は昨年、１４億円分借換債を発行して、借金の支払を繰り延べしております。

４年後にはこの返済も始まります 削減した経費をもとに 起債をして事業を行えば 実。 、 、「

質公債費比率」はさらに上がってしまいます。

実質、前年より多い１７億３，７７０万円の町債を発行する本予算には賛成できないこ

とを表明して、反対討論といたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３６号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算についてを起立により採決いたし

ます。

本案について、委員長の報告は原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３６号、平成１９年度みなかみ町一般会計予算については、可決されま

した。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより、議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計議 長（傳田創司君）

予算について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

８番穂苅清一君。

（８番 穂苅清一君登壇）

議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算につい８ 番（穂苅清一君）

ての反対討論を行います。国保財政についてはご存知のように、国のやり方にもいろんな

問題点もあって、それぞれ地方自治体にしわ寄せが来ているのは事実でございます。
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そういう中で、地方交付税の削減等もあったりして、益々国保会計は、非常にダメージ

が悪くなってしわ寄せが来ているかと思います。

その結果がどこに出ているかと言えば、やはり国保世帯ではないかというふうに私も思

います。国保世帯については、ご存知のように、中小企業やあるいは農家、そういう民間

で働いている人の中でも底辺にいる人たちがそういう対象になって、国民健康保険料も納

めている次第でございます。

しかしながら、保険料の値上げ等やそういった今の経済状態の中でしわ寄せはそういう

弱いところに集中してきており、同時に国民健康保険税等の滞納も、もちろん発生せざる

を得ないような状況にもなっております。そういう点で考えますと、国民健康保険特別会

計については、本来はもっと国が手厚い保護をすべきであって、今回もやむを得ず一般会

計からの繰り入れをしてはおりますけれども、そのしわ寄せがやはり底辺のところに来て

いるのではないかと、例えば、小さい例を取り上げても、特定疾患に関する町の補助金も

半分になってきておりますし、医療費の負担というのはそういうところからも国保世帯に

大きいしわ寄せが来ているのではないかというふうに思います。

そういう点で、国に対しても、そのままのやり方でそういうものを実行するということ

ではなく、やはり国に対しての意見もで、自治体の方からも上げて行かなくちゃならない

のではないかというふうに思います。そういう点からすると、この全体の国保会計の運営

、 、につきましても どうしても国やり方に準じざるを得ないような状況が続いておりますし

そういう点での町民への負担もやはり大きくなってきてしまっている、そういう現状から

考えると、この特別会計の予算については反対せざるを得ないというふうに思います。以

上で反対討論とさせて頂きます。よろしくお願いします。

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

５番河合生博君。

（５番 河合生博君登壇）

議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算につい５ 番（河合生博君）

て賛成討論を行います。

国民健康保険を取り巻く状況は、国保に加入する被保険者の高齢化による保険税負担能

力の低下や生活習慣病の増大等による医療給付の増加により、全国的に厳しい状況が続い

ているところでございます。

みなかみ町においても同様で、平成１９年度では、保険給付に対する歳入が不足する見

込みで、基金からの繰り入れを見込んでもなお足りず、保険税の増額を見込みまして、予

算を組んでいるところでありますが、実際には今後の収支状況により税率を引き上げなけ

ればならない非常に苦しい状況であります。

しかしながら、国民健康保険の運営を行っていくためには、どうしても必要な財源を確

保しなければなりません。今後一層の医療抑制のため、被保険者一人ひとりが健康に注意

を払い、当局には健康増進の施策をお願いいたしまして賛成討論といたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第３７号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算についてを起立によ

り採決いたします。

本案について、委員長の報告は原案可決すべきものであります。
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本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３７号、平成１９年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算については

可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算に議 長（傳田創司君）

ついて討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３８号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算についてを採決いたしま

す。

本案について委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（ 異議あり 「異議なし」の両方の声あり）「 」、

異議がありましたので、議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人保健議 長（傳田創司君）

特別会計予算についてを起立により採決いたします。

本案について、委員長の報告は原案可決すべきものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３８号、平成１９年度みなかみ町老人保健特別会計予算については原案

のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第３９号、平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算に議 長（傳田創司君）

ついて討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第３９号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第３９号、平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算についてを採決いたしま

す。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第３９号、平成１９年度みなかみ町介護保険特別会計予算については、原

案のとおり可決されました。



- 50 -

（ ）第 号H19-2 3.16 4

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予議 長（傳田創司君）

算について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

９番島崎栄一君。

（９番 島崎栄一君登壇）

東部水道は、水源が無いわけではなく、今現在でも水量は足りています。９ 番（島崎栄一君）

４０年経って古くなった浄水場を改修すれば、何ら問題はありません。

わざわざボーリングして、地下水をポンプアップすることは、日々の電気代やポンプの

故障など、ランニングコストが高くなり、将来の負担となります。経常経費が上がってし

まうのではないかと思います。いろいろな制度を使って工夫すれば、浄水場を新しくする

ための町負担も少なくできます。新たな水源を求めてボーリングするという計画の再検討

をお願いします。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

１番前田善成君。

（１番 前田善成君登壇）

議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算につい１ 番（前田善成君）

て賛成の立場から討論いたします。

簡易水道事業会計につきましては、簡易水道と小水道により運営されていますが、施設

の老朽化、水質の悪化等により、改良・更新等が必要となっております。

それに対応すべく整備が進められておりますが、今後も安全な水が安定供給されること

と効率的な運営を要望いたしまして、賛成討論とさせていただきます。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４０号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算についてを起立によ

り採決いたします。

本案について、委員長の報告は原案可決すべきものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４０号、平成１９年度みなかみ町簡易水道事業特別会計予算については

原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４１号、平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算議 長（傳田創司君）

について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第４１号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４１号、平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算についてを採決いたし
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ます。

本案に対する委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４１号、平成１９年度みなかみ町下水道事業特別会計予算については、

原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算につい議 長（傳田創司君）

て討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

８番穂苅清一君。

（８番 穂苅清一君登壇）

議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算について反対の８ 番（穂苅清一君）

立場から討論をいたします。

この値上げの問題については、１２月定例会でも反対討論をしているところでございま

すが、ご存知のように４月１日から、水上地区だけが水道料金の値上げということで、既

に広報等にも掲載され、１世帯当たりどのくらい値上がりするかというそういう細かい試

算まで載っております。そういう中で見ますと、先程もちょっと弱者のことについて触れ

ましたが、個々の家庭においては２回払いであっても、５千円から１万円程度の増加にな

ってしまうというそういう嘆きの声も聞かれております。

そういう点で考えると、そもそもが合併の時点において、この問題について論議された

ことが正しい方向に進んでいない、つまり答申の中にも書かれておりましたけども、住民

の意見をやはり尊重していくような、そういう姿勢があっても良かったのではないかと、

合意事項を合併して数ヶ月後にはそれを改定していくような方向での話し合いが進んでき

てしまったということは非常に残念であると思います。

３年後にはもしかすると、また倍になろうとしております。今の１立方メートル５５円

から１１０円に、月夜野と水上と同じ料金になるということも考えられてしまいます。

そういう点で考えると、今、この僅かではあると思いますけども、値上げが先にいって

高い住民への負担ということになってしまいますから、そういう点も考えて、この水道事

業会計予算については反対いたします。よろしくお願いします。

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

４番山田庄一君。

（４番 山田庄一君登壇）

議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業特別会計予算について、４ 番（山田庄一君）

賛成討論を行います。

本町の水道事業は、日常生活には欠くことの出来ない飲料水の供給事業であり、清浄で

安心できる水の供給を図り、公衆衛生と生活環境の向上に寄与するための努力をしている

と認めます。本年度予算は、給水戸数５，７４０戸の人々が生活していく上で不可欠な水

道施設の経費計上であり、水道料の値上げ等の企業努力も見られます。この予算の効率運

用により充実した施設管理等が出来るよう要望し、賛成討論といたします。

ほかに討論はありませんか。議 長（傳田創司君）
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（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４２号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算についてを起立により採決い

たします。

本案について、委員長の報告は原案可決すべきものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４２号、平成１９年度みなかみ町水道事業会計予算については原案のと

おり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４３号、平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センタ議 長（傳田創司君）

ー特別会計予算について、討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４３号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４３号、平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予算につい

てを採決いたします。

本案について、委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４３号、平成１９年度みなかみ町利根沼田広域観光センター特別会計予

算については、原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４４号、平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別議 長（傳田創司君）

会計予算について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４４号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４４号、平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算についてを採

決いたします。

本案について、委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４４号、平成１９年度みなかみ町自家用有償バス事業特別会計予算につ

いては、原案のとおり可決されました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４５号、平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予議 長（傳田創司君）

算について討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて議案第４５号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４５号、平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予算についてを採決いた

します。

本案について、委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

、 、 、よって 議案第４５号 平成１９年度みなかみ町スキー場事業特別会計予算については

原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

これより議案第４６号、平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算に議 長（傳田創司君）

ついて討論に入ります。

まず、原案に対する反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ないようですので、これにて議案第４６号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

議案第４６号、平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算についてを採決いたしま

す。

本案について、委員長報告は、原案可決すべきものであります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、議案第４６号、平成１９年度みなかみ町温泉事業特別会計予算については原案

のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

この際休憩いたします。１４時４５分より再開いたします。議 長（傳田創司君）

（１４時３２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１４時４５分 再開）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 発議第５号 飲酒運転根絶に関する決議について

日程第１８、発議第５号、飲酒運転根絶に関する決議についてを議題とい議 長（傳田創司君）
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たします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

朗読が終了しましたので、提出者河合幸雄議員より提案理由の説明を求め議 長（傳田創司君）

ます。

１５番河合幸雄君。

（１５番 河合幸雄君登壇）

発議第５号、飲酒運転根絶に関する決議について、提案理由のご説明を申１ ５ 番（河合幸雄君）

し上げます。

飲酒運転撲滅の機運につきましては、昨年福岡県で発生した福岡市職員の飲酒運転で幼

児３人が死亡した事故など、大変痛ましい事故が記憶に残っているものと思います。

みなかみ町議会は、交通事故のない、安全・安心な町づくりは、私たち町民総ての切な

る願いであります。

飲酒運転根絶を目指し、議員提案し、全員一致で可決をお願いし、飲酒運転による悲劇

を起こさないよう、家庭、職場、地域が一体となり 「飲酒運転をしない、させない」社会、

環境を整え、町民一体となって、飲酒運転の根絶に向けて全力で取り組むものです。

ご協力をお願い申し上げ提案理由といたします。よろしくお願いいたします。

提案理由の説明が終了しましたので、これより発議第５号について質疑に議 長（傳田創司君）

入ります。質疑はありませんか。

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第５号の質疑を終結いたします。議 長（傳田創司君）

これより発議第５号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（ なし」の声あり）「

次に、賛成討論の発言を許します。議 長（傳田創司君）

（ なし」の声あり）「

ありませんので、これにて発議第５号の討論を終結いたします。議 長（傳田創司君）

発議第５号、飲酒運転根絶に関する決議についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、発議第５号、飲酒運転根絶に関する決議については原案のとおり可決されまし

た。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 行財政改革特別委員会委員長報告（中間報告第２号）

日程第１９、行財政改革特別委員会委員長報告（中間報告第２号）につい議 長（傳田創司君）

てを議題といたします。委員長より報告を求めます。

行財政改革特別委員長速水一浩君。

（行財政改革特別委員長 速水一浩君登壇）

行財政改革特別委員会委員長報告（中間報告第２号 、皆さん行財政改革特別委員長（速水一浩君） ）

のお手元に報告書が配付されているかと思いますけれども、読み上げて委員長報告とさせ
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ていただきます。

先程、原澤良輝議員と同じような内容なので、少しやりづらいところもあるのですけれ

ども、特別委員会として真摯に審議いたしました内容だということで当局にはお聞きとど

めをいただきたいと思います。

平成１９年３月１６日 みなかみ町議会議長 傳田 創司 殿

報告書（委託料について） 行財政改革特別委員会 委員長 速水 一浩

１．序 論

本特別委員会では、町の財政再建には、人件費・補助費・物件費などの経常経費の削減

が急務であると考え、現在議論を重ねている。人件費については、１９年度の予算編成の

際に、町と職員組合が話し合いを重ね、職員の血のにじむような決断により成果を上げて

いる。また、補助費については、町の「補助金検討委員会」の答申を受け、約３．３００

万円の削減を１９年度予算において断行した。残る物件費については、本特別委員会が１

８年１２月定例会に於いて、指定管理料の削減を目途に「委託事業について」を報告し、

その後、さらに一般会計の細部の「委託料」について調査を進めてきたが、本特別委員会

としての意見がまとまったので、ここに「委託料について」を報告する。町当局に於いて

は、この「報告書」を基に１９年度の「委託料」の契約を結んで頂くことを望む。

２．各 論

１８年度当初予算における「委託料」の総額は、本定例会で合併補助金により精算した

合併によるコンピューターのシステム統合を除き約１３億４．０００万円である。 ここ

では 「委託料」を性質別に分け、意見を述べるものとする。、

コンピューター関係保守管理委託料（約６．７００万円）●

コンピューター関係保守管理委託料については、１８年度当初予算と１９年度予算を見

た時、各項目ごとにさほど差がないが、１９年度の予算説明会において町長より契約時に

削減をしたい旨の答弁を得たので、本特別委員会はそれに期待する。

設備関係保守点検委託料（約５．６００万円）●

設備関係保守点検委託料については、法定点検と法定外点検とに分けて考える必要があ

ると思う。

法定点検（電気保安・消防設備・オイルタンク漏洩検査・エレベーター等）は、毎年定

期的に行わなければならない点検であり、経常経費の削減には避けて通れず、昨年の予算

編成時にかなりの削減をしたと聞くが、法に触れない程度に契約内容を精査し更なる削減

を望む。

法定外点検は、設備機器の保守が主な目的であり、財政難の本町に於いては財政再建が

進むまで、冷暖房機の切り替え等どうしても行わなければならない点検を除き、基本的に

は再検討の必要性を感じる。特に、本庁舎の空調機器保守点検委託料、１．９９５千円・

新治支所の空調機温風機点検委託料、１．１５５千円・保健福祉センターの空調設備・衛

生設備・濾過器濾過材交換保守委託料、１．６９７千円・満天星の湯の設備機器保守点検

管理委託料、１．６５９千円・遊神館の温泉加熱装置保守点検委託料、１．４００千円・

カルチャーセンターの空調給排水設備機器保守点検委託料、２．２００千円、調光装置照

明設備保守点検委託料、８００千円、舞台吊物設備保守点検委託料、８３５千円・月夜野

給食センターの設備保守管理委託料、５．００５千円等については、大幅な削減をすべき

と考える。

浄化槽保守点検委託料（約１．０００万円）●



- 56 -

（ ）第 号H19-2 3.16 4

、 、浄化槽保守点検委託料については 特に委員から民間に比べて高すぎるとの意見があり

設備関係保守点検委託料から外し特筆する。

浄化槽保守点検委託料の契約内容は、型式と人槽を基準に保守点検料・消毒薬補填費・

清掃作業費・１１条検査料から成り、保守管理・消毒薬補填については、年３～４回の保

守で、清掃作業については、年１回で充分であると考える。また、各施設の委託料を精査

すると、特別な浄化システムを導入している施設以外、民間に比べ２０～５０％近く高い

と感じる。さらには、保守管理・消毒薬補填は、奥利根アメニティパークで行っているよ

、 、 、うに 検査キットと消毒薬を買えば自前でも出来 以上のことから１９年度の契約に際し

最低でも２０％の削減を望む。

清掃・夜間警備委託料（約１．１００万円）●

清掃業務委託料については、財政再建が進むまで危険を伴う清掃を除き、本庁舎や支所

で実施しているように、委託から職員による直営に切り替えるべきと考える。特に、満天

星の湯の館内清掃委託料、６９４千円・カルチャーセンターの屋内清掃委託料、１．０６

１千円等が、絨毯の洗浄清掃であるならば、機械（約５０万円）を買い自前で充分出来る

と思う。夜間警備委託料については、委託料が施設毎にまちまちであるが、教育施設の委

託料が年間１２万円に統一されているように、委託料が施設の規模で決まるのでなく、警

備員が夜間に巡回するかしないかで委託料に差が出ているようである。１９年度の契約に

於いては、夜間巡回の必要があるか無いかを厳密に精査し、また、契約内容に警報受信後

５分以内に現着との項目があるのであれば、ある程度受託業者が集約されてもいたしかた

ないと考える。以上のことから、清掃・夜間警備委託料についても大幅な削減は充分に可

能であると思う。

管理運営委託料（約９．０００万円）●

（ ） 、 、管理運営委託料 指定管理料 については 昨年１２月定例会に於いて本特別委員会が

比較的大規模な６つの指定管理先、１１の施設に関し「委託事業について」を報告し、意

見を述べたところである。本特別委員会は、指定管理者制度導入の大きな意義の１つとし

て、公共施設に民間活力を導入することにより収支の改善が期待できるものと考えるが、

１９年度予算を見た時、本特別委員会の意見との相違があり、各施設の指定管理料の更な

る精査を望む。また、指定管理料の予算化に際し、前年の収支を参考にするのであれば、

１２月末までに試算表を各施設に提出させるべきであると考える。

工事関係委託料（２億円）●

工事関係委託料については、本来であれば短期的な事業であり、経常経費に含まれない

と思うが、委員から、多くの工事で監理業務が委託に出されているが、出来る限り直営に

、 、 、し職員が監理すべきではとの意見があり 本特別委員会では すぐに直営に出来なくとも

、 、監理が出来る人材の育成と 資格が無くとも監理は出来るものの資格取得の奨励等を進め

将来的には、特殊な工事を除き全ての工事を直接監理し、発注者側の責任施行を目指すべ

きと考える。また、それにより監理委託料の大幅な削減が出来ると思う。

その他委託料●

本特別委員会で話題となった庁舎管理費、登記事務委託料、３．４００千円は、本定例

会の総務文教常任委員会において、担当課長より早期に人材を育成して派遣を解消したい

旨の答弁を頂いたので、それに期待する。

３．総 論

今回の調査を通じ、総体的に感じたことを以下に記す。
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①今回の委託料の調査では、コンピューターの保守管理委託料、社会福祉協議会等に委託

している事業の委託料、予防費の各種検診委託料、アメニティーパーク内の各施設の管理

運営委託料等、専門的な知識が必要となるため、それら分野に精通した外部監査を入れ、

精査すべき必要性を感じる。

ここで「外部監査」について、補足をさせて頂きたいと思います。

ここで言われている「外部監査」とは、今新聞紙上等を話題になっている公認会計士等

による「外部監査」ではなく、あくまでも事業あるいは委託料については、我々には分か

りかねる専門的な部分、手の届かないところもあるので、そういう専門分野に精通した方

々にある程度、委託料が高いか、安いかということを一度は評価をして頂いたらどうかと

いう意味合いでございますので、一応 「外部監査」の意味を取り違えないようにお願いし、

たいと思います。

②今回指定管理先の委託料にも各論で触れているが、指定管理料の決定にも大きく関わる

と思い敢えて触れた。

③本特別委員会の今回の報告書では、職員に対し大きく期待を寄せる内容であるが、民間

では既に歩んだ道であり、本町に於いても、勧奨退職に応じてくれた職員や補助金０ベー

スからの削減を受け入れざるを得ない町民の気持に応えるためにも、議会・町・職員が一

丸となり、一日も早く財政再建を成し遂げ 「夢のあるみなかみ町」創造のため、今後も更、

なる協力をお願いし、本特別委員会の「委託料について」の報告とする。以上です。

以上で、行財政改革特別委員会委員長報告（中間報告第２号）についてを議 長（傳田創司君）

終わります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 閉会中の継続審査・調査の申し出について

日程第２０、閉会中の継続審査・調査の申し出についてを議題といたしま議 長（傳田創司君）

す。

各委員会委員長より、目下各委員会において、審査・調査中の事件につき、会議規則第

７５条の規定により、お手元に配布しました申し出書のとおり、閉会中の継続審査・調査

の申し出があります。

お諮りいたします。議 長（傳田創司君）

各委員会委員長より申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することに、ご異議

ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 字句等の整理委任について

日程第２１、字句等の整理委任についてを議題といたします。議 長（傳田創司君）

お諮りいたします。

本議会で議決された案件について、その字句等の整理を要するものについては、会議規

則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

ご異議なしと認めます。議 長（傳田創司君）

よって、そのとおり議長に委任することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上で、本定例会に付議された案件の審議は、すべて終了いたしました。議 長（傳田創司君）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長閉会あいさつ

閉会にあたり、町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許可議 長（傳田創司君）

いたします。

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

平成１９年３月定例議会の閉会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。町 長（鈴木和雄君）

議員各位には、７日招集から本日まで、平成１９年度一般会計予算を始め各特別会計予

算、さらには条例改正等の重要案件をご審議賜り、全てを原案通りご議決を頂き誠に有り

難うございました。心より厚く御礼を申し上げます。

また、本日追加提案いたしました機構改革に伴う「課設置条例」の改正案も、全議員の

ご同意を頂き、重ねてお礼申し上げます。

さらには議員発議により、議員報酬の減額、議員定数の削減というご英断を下されまし

たが、心から敬意を表する次第であります。

今会期中には、一般質問を始め貴重なご意見・ご提言を頂きましたが、今後の政策立案

並びに予算執行等に活かしてまいります。よろしくお願い申し上げます。

さて、お陰様で平成１９年度予算も決定され、併せて「みなかみ町行財政改革大綱」と

「集中改革プラン」も策定することができ、いよいよ平成１９年度「改革元年」のスター

トとなります。

このように輝かしい未来を信じて、改革のスタートが切れますのも 「勧奨退職制度」に、

ご協力を頂いた職員の皆さん２５名のうち７名が課長級の皆さんであります。その皆さん

を始め補助金等を削減する改革にご理解を頂いたお陰でありまして、心から感謝を申し上

げます。

平成１９年度予算は財政難の中にも、英知をしぼり、改革の断行を決意して、何とか懸

案事項の計画策定と、継続事業等の完成を目指ざす予算ができました。

水上地区では、水上温泉の再開発であります。まちづくり交付金事業と合併特例債を活

用して、今年は３億４千万円余りの予算で、水上駅前整備、湯原温泉街の中核施設整備、

さらには諏訪峡トレイル整備等に取り組みます。

また、月夜野地区の都市計画事業は、まちづくり交付金事業等で進める考えですが、都

市再生整備計画の策定並びに地元調整を図り、平成２０年度から事業化できるように取り

組んでまいります。

また、新治地区では念願の（仮称）新治統合小学校の完成を目指します。加えて、農業

関係の諸事業は、畑地帯総合整備事業・中山間地総合整備事業等を活用して、社会資本の

整備に務めます。

また、町内各地の治山・砂防事業は、国・県の公共事業を導入して取り組みます。

さらに福祉関係は、ノーマライゼイションを目指して、思いやりと信頼の福祉行政を進
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めてまいります。

教育の施設整備は 「みなかみ町教育施設整備計画検討委員会」の答申を下に、これを具、

体化する計画作りを進め、一部は来年度から事業化を図る考えであります。

最近 「地デジ」や「ワンセグ」と言った言葉を耳にしますが、今や地上デジタル放送エ、

リアの拡大と、高速・大容量通信が可能な次世代携帯電話の開発等が進み、ＩＴ産業の進

展に目覚しいものがあります。

本町では｢電子自治体構想｣を樹立し、時代の潮流に合わせた施策を展開して、情報化時

代に相応しい町づくりを進めたいと念願しております。平成１９年度では、その手始めと

して、携帯電話のメール機能を活用した「ケイタイ連絡網」の運用を開始します。

昨今、児童・生徒の痛ましい事件が発生しておりますが、これらの事件を未然に防ぐに

は、不審者情報を保護者・学校、さらには警察等が共有することが肝要であります。

また、町防災機能の充実を図るために、みなかみ町消防団員にも運用します。

時代の流れから、勤務先が町外の団員も増え、防災無線だけでは伝達できない「情報の

隔たり」があります。この点を携帯電話のメール機能を活用して、火災や風水害等の災害

の際に、団員への情報伝達と機動的な配置等ができるように運用してまいります。

その他の活用については、サーバーの容量等から検討しているところであります。

また、町民はもとより、利根沼田郡市民の皆さんに、コンピューターを始めとするＩＴ

産業の伸展を知って頂くために、本年６月１６日から１７日の２日間、みなかみ町カルチ

ャーセンターを会場に、総務省主催による「ＩＣＴ情報通信フェア」が開催されます。

当日は 「高齢者や身障者に優しい情報の配信 「自然・温泉・文化の魅力を感じる観光、 」、

」 、 、情報の配信 を主要テーマに掲げ テレビ電話による会話体験や地上デジタル放送の展示

無人ヘリを用いた観光情報の配信、子供向けにはラジコン作成教室等、最新の情報通信技

術を体験して頂く予定であります。県内外から多数の来場者が見込まれますので、観光立

町「みなかみ町」をＰＲする絶好の機会であると考えております。

実りある「情報通信フェア」にしたいと考えておりますので、議員各位のご協力とお力

添えをお願い申し上げる次第であります。

平成１８年度も余すところあと僅かとなりました。

各課では各種事業等の締めくくる段階に入り、年度内での適正な執行に努めております

が、ここに来ますと、より多くの余剰財源が出ることを願う毎日であります。

そして、新年度を前に思うことは、財政再建をやり遂げる意欲を掻きたて 「夢のある町、

づくり」という松明を掲げて、疾走する決意を新たにいたしておるところであります。

特段のご指導とご鞭撻をお願い申し上げる次第であります。

いよいよ春暖の季節を迎え、農作業も始まり、お忙しい毎日となります。

議員各位には、ご自愛の上、益々の本町発展のためにご活躍をお願い申し上げまして、

閉会にあたりましての挨拶とさせていただきます。大変に有り難うございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議長閉会あいさつ

本日、ここに平成１９年第２回（３月）みなかみ町議会定例会の閉会にあ議 長（傳田創司君）

たり一言ご挨拶を申し上げます。

今期定例会は、３月７日から本日１６日まで予定されました案件の全てを議了し、本日

ただ今をもって無事閉会の運びとなりました。定例会中は、終始熱心なご審議を賜りまし



- 60 -

（ ）第 号H19-2 3.16 4

て、議員各位をはじめ当局執行部並びに関係者の皆様には大変なご協力をいただきました

ことに厚く御礼申し上げます。

新みなかみ町が、平成１７年１０月１日より発足以来１年６ヶ月となりますが、もし合

、 、併が実現されていなかったらば 旧町村それぞれの財政はより大変なことであったことは

理解しながらも、予想以上の厳しき現状にあって、当局においては本年度予算編成に当た

り大変苦慮され、歳入を補うために町有地等の財産処分等、また歳出に当たっては、全国

稀に見る、町４役の報酬５０％カットなどを、また、職員についても勧奨退職による協力

依頼なども行い、町財政の健全化を優先し、苦渋の思いでのお願いであったと思います。

これらのことを踏まえ、日本国政府への不満もつのるところでありますけれども、まず

は自立に向かって、町長の言われました「改革元年」を町民一体となり、理解と協力で、

互いの思いやりの気持ちを示し、取り組んでいかなければならないと強く感じます。

そこで町当局各位におかれましては、今期定例会において、成立いたしました諸議案の

執行に当たりましては、会期中の各議員の意見など十分尊重しつつ町政各般における高揚

を期して、新みなかみ町が一日も早く発展できますよう、さらなる一層の熱意と努力を払

われますようお願いを申し上げます。

また、私ども議会といたしましても、当面する厳しい財政を理解し、次期議員定数など

の見直し、そして報酬についても５％強のカットを自らの発議により議決いたしました。

また、現在社会的に問題視されている飲酒運転根絶に関する決議なども行いました。

行財政改革特別委員会も改革元年に相応しい取り組みが出来たと思います。

今後は、一日も早い、明るい住み良いと感じられるみなかみ町の実現に向けて、皆で力

を合わせられることの確認をしながら、閉会中にも引き続きの調査と特別委員会など継続

審査も行われます。

また、今年は来月には早速、県議会議員選挙、７月には知事選挙、参議院選挙等、選挙

の多い年でもありますが、これら町の将来のことを重視いたしまして、各議員におかれま

しては、休養の間もなく、多忙な毎日が続くと思われますが、お体には十分にご自愛をさ

れまして、益々の御健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただき

ます。長期にわたり大変に有り難うございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

これにて平成１９年第２回（３月）みなかみ町議会定例会を閉会いたしま議 長（傳田創司君）

す。大変、ご苦労さまでした。

（ １５時１８分 閉会 ）


